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縄
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．
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．
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…
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：
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．
：
：
…
…
・
…
…
…
：
：
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部
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男
：
：
…
：
六
五

帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
（
本
会
議
）
：
：
：
…
…
…
：
：
：
…
：
：
…
…
…
：
…
：
：
：
：
…
：
…
・
…
…
…
：
．
…
：
…
：
…
：
：
：
一



○
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
（
本
会
議
）

帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
録
（
沖
縄
関
係
抄
）
摘
要
目
次

王［

注
本
目
次
中
の
第
一
読
会
、
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
と
は
、
議
会
の
本
会
議
に
お
け
る

議
事
手
続
の
一
種
で
あ
る
読
会
制
度
の
各
段
階
を
い
い
、
帝
国
議
会
衆
議
院
の
場
合
、
第
一
読
会
で
は
提

案
者
の
趣
旨
説
明
と
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
及
び
委
員
会
へ
の
付
託
、
第
一
読
会
の
統
で
は
委
員
長
報
告
と

そ
れ
に
対
す
る
質
疑
、
第
二
読
会
で
は
逐
条
群
議
と
修
正
案
の
群
議
、
第
三
読
会
で
は
討
論
、
採
決
が
そ

れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る
。

第 第第
２２１

回回回

明
型
・
１
．
釦

明明
2４２４
● ●

1２１２
● ●

1 ０２

予
算
案
（
全
院
委
員
会
）

那
覇
地
方
裁
判
所
及
那
職
区
裁
判

所
設
侭
法
案

那
覇
地
方
裁
判
所
及
那
職
区
裁
判

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
宮
崎
栄
治
君
の
電
信
架
設
に
際
し
、
我
が

帝
国
国
防
上
緊
要
な
る
島
喚
は
ど
こ
か
と
の
質
疑
に
、
沖
細
を
挙
げ
た
政
府

委
員
の
答
弁
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
・
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
一
一
一

「
那
覇
地
方
裁
判
所
及
那
覇
区
裁
判
所
設
置
法
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
．
．
：
…
：
：
…
・
四

「
那
覇
地
方
裁
判
所
及
那
覇
区
裁
判
所
設
置
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
委

議
会

年
月
日

談

題

詳
議
の
要
旨



明
妬
・
皿
・
畑

第
４
回

第
４
回

第
４
回

第
４
回

第
４
回

航
路
拡
張
建
談
案

明
妬
・
２
．
”

明
妬
・
２
．
Ⅳ

明
加
・
１
．
週

明
妬
・
皿
・
”

航
路
拡
張
建
議
案

予
算
案

海
底
電
線
布
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案

海
底
電
線
架
没
ノ
請
願

所
設
置
法
案

一
ハ

員
長
報
告
の
後
、
第
一
読
会
に
お
い
て
保
留
さ
れ
て
い
た
政
府
委
員
の
答

弁
。
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
プ↓、

本
建
議
案
は
、
我
が
国
の
よ
う
に
環
海
の
島
換
国
に
あ
っ
て
は
航
海
業
の
消

長
が
国
家
の
隆
盛
と
深
い
関
係
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
外
国
航
路
に
対
す

る
助
成
や
新
航
路
の
開
設
に
政
府
は
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
一
方
内
国

航
路
は
北
海
道
を
除
き
助
成
金
は
概
し
て
与
え
な
い
方
向
で
の
ぞ
む
べ
き
で

あ
る
と
の
内
容
で
、
発
議
者
と
し
て
は
神
戸
・
沖
細
間
の
補
助
金
一
万
三
千

円
も
削
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
な
お
本
建
議

案
は
趣
旨
説
明
、
質
疑
の
後
委
員
会
に
付
託
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
：
：
：
九

予
算
案
（
内
務
省
所
管
）
の
審
議
中
、
沖
縄
県
の
巡
査
、
看
守
の
俸
給
を
削

減
す
る
修
正
案
を
可
決
…
…
：
：
…
…
：
…
．
：
…
：
…
：
…
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
・
…
：
一
二

国
頭
地
方
名
護
間
切
山
入
端
村
平
民
農
岸
本
永
栄
外
四
百
六
十
五
名
提
出
の

「
海
底
電
線
架
設
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な

お
本
請
願
に
は
衆
議
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
：
…
：
：
一
三

「
航
路
拡
張
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
、
質
疑
の
後
採
決
。
結
果
は

委
員
会
に
お
け
る
修
正
の
と
お
り
議
決
。
な
お
委
員
会
に
お
い
て
は
、
沖
縄

の
よ
う
な
島
喚
に
つ
い
て
は
、
助
成
金
を
も
っ
て
航
路
補
助
の
必
要
が
あ
れ

ば
政
府
と
し
て
そ
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
原
案
に
対
し

修
正
を
行
っ
た
。
．
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
一
六

「
海
底
電
線
布
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質

疑
応
答
の
後
採
決
、
可
決
。
な
お
本
建
議
案
は
、
沖
細
等
の
島
喚
に
海
底
電

線
を
布
設
し
て
交
通
の
便
を
開
き
、
有
那
に
備
え
る
こ
と
は
国
家
経
続
上
の



明
妬
・
型
・
噸

舘
牢
５
回

第
５
回

第
５
回

第
６

回

第
６
回

第
６
回

第
６
回

〃

〃

明
泌
・
哩
・
７

明
沈
・
胆
・
肥

明
”
・
５
．
画

明
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
・

号
中
改
正
法
律
案

明
”
・
５
．
昭

明
”
・
５
．
躯

明
”
・
５
．
妬

「
明
治
一
一
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
第
一
条
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読

会
。
な
お
本
法
案
は
、
前
年
の
第
五
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
に
お
い
て
も
可

決
さ
れ
た
が
、
帝
国
議
会
が
停
会
を
命
ぜ
ら
れ
、
廃
案
に
な
っ
た
も
の
。
…
…
…
…
二
七

「
明
治
二
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
第
一
条
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会

の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
：
：
…
・
…
…
…
：
：
：
：
…
：
：
：
一
一
指

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
木
内
信
君

か
ら
政
府
に
対
し
「
沖
縄
県
下
八
重
山
列
島
石
垣
島
官
有
地
貸
下
一
一
関
ス
ル

質
間
諜
」
が
提
出
さ
れ
た
旨
報
告
。
な
お
参
照
の
た
め
と
し
て
同
質
間
書
の

掲
載
あ
り
。
…
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
一
一
八

右
の
質
問
書
に
関
す
る
木
内
信
君
の
提
出
理
由
の
開
陳
及
び
質
疑
応
答
。
な

七

質
問
の
理
由
に
関
す
る
木
内
信
君

明
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
一

号
中
改
正
法
律
案

明
治
二
十
六
年
度
歳
入
歳
出
総
予

算
追
加
案

琉
球
国
那
職
港
二
於
テ
清
国
貿
易

一
一
関
ス
ル
船
舶
出
入
及
貨
物
職
卸

許
可
法
律
案

明
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
一

号
第
一
条
改
正
法
律
案

明
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
一

号
第
一
条
改
正
法
律
案

議
長
ノ
報
告

急
務
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
速
や
か
に
そ
の
費
用
を
議
会
に
提
出
さ
れ
ん

こ
と
を
望
む
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
…
：
：
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
：
…
・
…
…
一
八

「
明
治
一
一
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な

お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
等
に
お
け
る
国
税
徴
収
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
も
の
。
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
一
二

「
明
治
二
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
節
一
読
会
の

続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
・
…
：
：
…
：
…
：
：
：
：
…
…
…
二
一
一

「
明
治
一
一
十
六
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
追
加
案
」
中
、
内
務
省
所
管
、
沖
縄

県
地
方
饗
の
採
決
、
可
決
…
…
…
：
：
：
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
二
四

「
琉
球
国
那
職
港
一
一
於
テ
浦
国
貿
易
一
一
関
ス
ル
船
舶
出
入
及
貨
物
積
卸
許
可

法
律
案
」
の
第
一
読
会
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
：
：
二
五



〃

第
６
回

第
６
回

挫
顕
６
回

第
６
回

〃

賀
間
の
理
由
に
関
す
る
林
和
一
羽

及
び
野
出
鍋
三
郎
君
の
演
説

明
”
・
６
．
２

明
”
・
６
．
１

肌
”
・
５
・
鉦

明
”
・
５
．
認

識
長
ノ
報
告

八
重
山
群
島
療
毒
排
除
建
議
案

議
長
ノ
報
告

議
長
ノ
報
告

の
演
説

八

お
本
質
間
番
の
趣
旨
は
、
内
務
次
官
松
岡
康
毅
が
石
垣
島
の
官
有
地
千
五
百

町
歩
を
洋
式
製
糖
場
建
設
を
理
由
に
貸
し
下
げ
を
受
け
た
も
の
の
、
内
実
は

単
に
開
墾
の
た
め
島
民
に
貸
し
渡
す
業
を
営
ん
で
い
る
と
し
て
、
そ
の
非
を

た
だ
そ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
二
九

「
八
重
山
群
島
療
毒
排
除
建
議
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑

応
答
の
後
委
員
会
に
付
託
。
な
お
本
建
議
案
は
、
六
月
二
日
に
衆
議
院
が
解

散
さ
れ
た
た
め
議
決
に
至
ら
な
か
っ
た
。
．
…
…
：
：
…
・
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
三
四

議
長
は
、
議
聯
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
木
内
信
君

提
出
に
係
る
「
沖
組
県
下
八
重
山
列
崎
石
垣
島
官
布
地
貸
下
一
一
関
ス
ル
質

問
」
に
対
し
内
務
大
臣
臨
時
代
理
芳
川
司
法
大
臣
か
ら
答
弁
が
あ
っ
た
旨
報

告
。
な
お
同
答
弁
書
も
併
せ
て
掲
戦
：
…
…
：
：
…
…
：
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
三
八

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
林
和
一
君

か
ら
政
府
に
対
し
「
判
事
ノ
懲
戒
裁
判
一
一
関
ス
ル
質
問
書
」
が
提
出
さ
れ
た

旨
、
ま
た
野
出
鏑
三
郎
君
、
板
倉
中
君
か
ら
政
府
に
対
し
「
裁
判
官
一
一
関
ス

ル
質
問
書
」
が
提
出
さ
れ
た
旨
報
告
。
な
お
参
照
の
た
め
と
し
て
両
質
問
書

の
掲
戦
あ
り
。
．
…
…
：
…
…
…
・
…
：
。
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
・
…
…
一
一
一
九

右
の
質
問
香
に
関
す
る
林
和
一
君
及
び
野
出
釧
三
郎
君
の
提
出
理
由
の
開

陳
。
な
お
両
質
問
香
の
趣
旨
は
、
大
群
院
判
郡
千
谷
敏
徳
を
裁
判
所
椛
成
法

に
違
背
し
そ
の
意
に
反
し
て
下
級
の
那
職
地
方
裁
判
所
長
に
転
所
さ
せ
た
理

由
は
何
か
、
ま
た
同
判
事
が
こ
の
転
所
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ

て
懲
戒
裁
判
に
付
し
た
理
由
は
何
か
と
い
う
も
の
。
．
…
：
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
四
一

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
木
内
信
君



明
酌
・
２
．
”

第
８
回

鰯
８
回

鋪
９
Ｍ

第
９
回

第
９
回

〃〃

質
問
の
理
由
に
関
す
る
木
内
信
君

の
演
説

町
１

明
記
・
１
．
Ⅲ

明
躯
・
３
．
浬

明
”
・
１
．
皿ｑ

「
ｊ

明
”
・
『
‐
一
・
Ⅶ

海
臓
巡
線
布
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案

〃〃

欺
疫
予
防
法
案

沖
縄
県
宮
古
島
灸
費
軽
減
及
島
政

改
革
ノ
請
願

甘
熊
試
作
場
設
悩
建
議
案

か
ら
政
府
に
対
し
「
沖
縄
県
下
八
重
山
列
島
石
垣
島
官
有
地
伐
下
一
一
関
ス
ル

件
一
一
附
再
質
問
書
」
が
提
出
さ
れ
た
旨
報
告
。
な
お
参
照
の
た
め
と
し
て
同

質
間
書
の
掲
載
あ
り
。
…
…
…
…
：
…
…
：
：
：
：
…
：
…
…
…
：
：
：
：
：
…
：
…
：
…
：
：
四
四

右
の
質
問
書
に
関
す
る
木
内
信
君
の
提
出
理
由
の
開
陳
。
な
お
本
質
間
の
趣

旨
は
、
さ
き
に
同
君
が
政
府
に
質
問
し
た
石
垣
島
官
布
地
貸
し
下
げ
問
題
に

対
し
て
政
府
が
答
弁
し
た
も
の
に
関
し
確
実
な
証
拠
を
得
た
か
ら
と
し
て
、

さ
ら
に
質
問
を
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
：
…
．
：
．
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
：
…
：
四
五

「
沖
縄
県
宮
古
島
食
費
軽
減
及
島
政
改
革
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報

告
、
質
疑
応
答
の
後
採
決
、
採
択
（
注
速
記
録
上
提
出
者
不
明
）
…
…
：
…
：
：
四
八

「
甘
燕
試
作
場
設
世
建
識
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答

の
後
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
五
四

「
海
底
電
線
布
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
の
後

採
決
、
可
決
。
な
お
本
建
議
案
は
、
沖
純
等
の
島
喚
に
海
底
電
線
を
布
設
す

る
こ
と
は
政
治
上
、
農
工
商
業
上
、
気
象
報
告
等
の
上
か
ら
緊
要
で
あ
る
と

の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
六
一

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
。
…
・
…
…
：
…
：
：
：
…
六
一
一
一

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

挫
工
銀
行
補
助
法
案

「
農
工
銀
行
補
助
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に
は
、
沖
縄
県
に
設

立
さ
れ
る
農
工
銀
行
の
営
業
を
補
助
す
る
た
め
毎
年
五
千
円
以
内
を
交
付
す

る
規
定
あ
り
。
：
：
：
．
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
六
四

「
獣
疫
予
防
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に
は
、
沖
継
県
の
場
合
届

九
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１６１‘！

第
哩
回

第
哩
回

第
９

回

節第
９９

回何

第
９
回

第
９
回

鋪
９
Ｍ

明
朗
・
３
．
ｍ

肌
釦
・
６
．
３

明
釦
・
５
．
師

明
２９
●

３

２６

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

叩
く
豹
・
３
．
皿

明
”
・
３
．
ｕ

一
○

出
官
庁
に
つ
い
て
の
特
例
あ
り
。
（
後
掲
本
法
案
の
第
一
読
会
の
統
参
照
）
…
…
．
：
六
六

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
第
二
読
会

を
開
く
こ
と
に
決
定
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
：
：
…
…
…
…
…
六
七

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
二
読
会
、
修
正
動
議
が
提

出
さ
れ
て
採
決
の
結
果
可
決
。
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
：
六
八

「
挫
工
銀
行
補
助
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
。
第
二
読
会
を
開
く
こ
と
に
決

定
…
…
…
…
：
…
…
…
．
．
…
…
…
：
…
：
．
…
．
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
七
一

「
艇
工
銀
行
補
助
法
案
」
の
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
・
…
…
七
二

「
獣
疫
予
防
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採

決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
の
第
一
読
会
に
お
け
る
原
案
の
届
出
官
庁
は
、
沖

縄
県
の
場
合
「
役
所
長
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
郡
区
編
制
法
の
発
布
に
よ
り

「
役
所
長
」
が
廃
さ
れ
た
の
で
、
そ
れ
に
伴
う
修
正
が
行
わ
れ
た
。
…
：
…
：
…
…
：
七
三

「
飯
匙
蛇
稚
医
学
研
究
並
一
一
該
蛇
懸
賞
捕
獲
二
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。

提
出
者
の
趣
旨
説
明
の
後
採
決
、
可
決
。
な
お
本
建
議
案
の
趣
旨
は
、
沖
細

諸
島
及
び
大
隅
諸
島
に
栖
息
す
る
ハ
ブ
の
襟
を
防
ぐ
た
め
、
ハ
ブ
嫌
の
研
究

を
し
て
医
療
の
方
法
を
誰
ず
る
と
と
も
に
懸
賞
捕
狸
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
の

撲
滅
を
図
る
計
画
を
政
府
に
お
い
て
樹
て
る
こ
と
を
望
む
と
い
う
も
の
。
．
：
…
…
…
七
四

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は

会
期
中
に
議
了
せ
ず
廃
案
と
な
る
。
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
…
…
：
：
：
：
…
…
：
．
…
・
七
六

沖
細
服
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
農
工
銀
行
補
助
法
案

飯
匙
蛇
赤
医
学
研
究
並
一
一
該
蛇
懸

賞
捕
獲
二
関
ス
ル
建
議
案

挫
工
銀
行
補
助
法
案

獣
疫
予
防
法
案

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
及
び
第
二
誌
会
。

本
法
案
は
政
府
提
出
案
で
、
沖
縄
県
に
か
か
る
部
分
に
つ
い
て
は
改
正
の
対



〃

第
哩
回

碑
郎
岨
回

″

第
蝿
回

〃

裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
総
区
域
変

更
一
一
関
ス
ル
法
律
案

１

明
釧
・
６
．
Ⅱ

明
拠
・
哩
・
８

明
3１

，〃

１２
の

１９

沖
純
県
船
税
廃
止
法
律
案

間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正

法
律
案

象
に
な
っ
て
い
な
い
。
た
だ
同
法
案
の
第
一
一
読
会
に
お
い
て
、
当
時
沖
縄
県

同
様
本
法
が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
北
海
道
に
つ
き
、
同
法
を
施
行
し
議

員
の
選
出
を
可
能
な
ら
し
め
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に

対
し
、
白
石
義
郎
君
が
討
論
に
お
い
て
、
会
期
と
の
関
係
で
同
修
正
案
の
提

出
が
遅
い
こ
と
を
理
由
に
反
対
を
表
明
し
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
次
期
議
会

に
お
い
て
沖
縄
県
に
つ
い
て
も
北
海
道
と
と
も
に
議
員
の
選
出
が
で
き
る
方

向
で
検
討
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。
な
お
本
法
案
は
、
炎
族
院

に
お
い
て
廃
案
と
な
っ
た
。
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
：
…
．
：
…
：
：
：
…
…
…
七
七

「
裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
節
一
読
会
。

な
お
本
法
案
に
は
、
那
覇
地
方
裁
判
所
管
内
に
宮
古
区
裁
判
所
及
び
八
重
山

区
裁
判
所
を
設
置
す
る
規
定
あ
り
。
本
法
案
も
右
同
様
会
期
中
に
議
了
せ
ず

廃
案
と
な
る
。
…
・
…
…
…
：
…
．
：
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
：
：
：
…
…
…
…
…
：
…
：
：
七
八

「
沖
縄
県
酒
瓶
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
．
：
．
：
：
：
：
…
…
：
…
…
…
・
八
○

沖
細
貼
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正

法
律
案

「
間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案

は
、
従
来
沖
縄
県
及
び
北
海
道
等
に
対
し
て
は
同
法
の
施
行
が
な
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
も
の
を
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
対
し
て
も
施
行
し
よ
う
と
い
う
も

の
。
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
．
．
…
・
…
…
・
…
．
．
…
八
一

「
沖
細
県
船
税
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
八
一

「
間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
。
読
会
省

略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
．
：
…
…
．
：
…
：
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
八
一
一
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1７９

明
躯
・
２
．
８

肌
鎚
・
１
．
鯛

明
3２

１
●

2３

裁
判
所
設
立
廃
止
及
杵
緋
区
域
変

更
一
一
関
ス
ル
法
律
案

沖
細
県
砂
糖
災
上
制
度
廃
止
一
一
関

ス
ル
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

肌
３１
●

１２
●

2２

〃

一
一
一

「
沖
縄
県
船
税
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決

さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
．
．
…
・
…
：
…
…
：
…
：
：
…
．
．
…
…
…
…
・
…
：
．
…
：
：
：
：
：
…
八
一
一
一

「
沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
：
．
…
・
…
…
八
四

沖
細
県
土
地
整
理
法
案

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案

「
裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。

な
お
本
法
案
に
は
、
那
覇
地
方
裁
判
所
管
内
に
宮
古
区
裁
判
所
及
び
八
重
山

区
裁
判
所
を
設
腫
す
る
規
定
あ
り
。
．
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
八
六

「
批
判
所
設
立
廃
止
及
櫛
峡
区
域
変
更
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

統
・
読
会
省
略
の
励
識
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
八
七

「
沖
細
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読

会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
．
：
．
…
．
．
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
．
：
：
：
八
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
政

府
提
出
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
「
当
分
議
員
ノ
選
挙

ヲ
行
ハ
ス
」
と
の
承
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
衆
議
院
で
は
、
宮

古
、
八
重
山
を
除
く
地
域
か
ら
議
員
二
人
を
選
出
で
き
る
よ
う
に
し
、
ま
た

選
出
方
法
に
つ
い
て
は
勅
令
で
も
っ
て
規
定
が
で
き
る
よ
う
修
正
を
加
え

た
。
．
…
…
・
…
…
・
…
・
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
九
一

『
沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
：
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
：
…
九
一
一
一

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
第
一
一
読
会
を
開
く
こ
と
に

沖
細
県
砂
糖
岡
上
制
度
廃
止
一
一
関

ス
ル
法
律
案

沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変

更
一
一
関
ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
船
税
廃
止
法
律
案

「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
劣
略

の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
．
…
…
…
：
：
：
…
：
：
：
…
…
・
…
：
…
：
…
…
：
：
八
五



明
距
・
３
．
３

第
哩
回

第
週
回

第
咽
回

砕
郎
鯛
回

第
咽
回

第
塑
回

〃

北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及

沖
細
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則

明
３２
●

１１
●

2８

明
躯
・
３
．
９

明
詑
・
２
．
”

明
犯
・
２
．
卯

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案

明
鋤
・
２
．
”

〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

衆
議
院
識
負
選
挙
法
改
正
法
律
案

衆
議
院
識
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案

決
定
…
…
・
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
．
…
…
…
…
…
・
…
：
九
七

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
」
の
第
二
読
会
。
直
ち
に
第
三
読
会
を
開
く
こ
と

の
動
議
が
決
さ
れ
て
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
：
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
九
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
な
お
委
員
長
報

告
中
、
沖
縄
県
に
関
し
て
の
委
員
会
に
お
け
る
修
正
議
決
に
つ
い
て
の
詳
し

い
報
告
あ
り
。
第
二
読
会
・
…
：
：
…
：
…
…
…
：
…
．
：
：
：
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
一
○
四

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
一
読
会
（
統
）
。
直
ち
に
第
三

読
会
を
開
く
こ
と
の
励
識
が
決
さ
れ
て
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
．
…
…
・
…
・
…
…
一
○
八

「
沖
細
県
土
地
整
理
法
案
」
（
批
族
院
回
付
）
の
会
議
。
同
法
案
は
、
衆
議

院
で
可
決
さ
れ
蚤
族
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
が
景
族
院
で
修
正
を
加
え
ら
れ

た
も
の
で
、
採
決
の
結
果
は
、
貴
族
院
修
正
の
と
お
り
決
さ
れ
た
。
．
：
…
：
…
：
：
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
（
炎
族
院
回
付
）
の
会
談
。
同
法

案
は
、
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
炎
族
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
が
出
族
院
で
修
正

を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
採
決
の
結
果
は
、
費
族
院
で
修
正
さ
れ
た
回
付
案

を
否
決
、
次
い
で
同
法
案
に
つ
い
て
貴
族
院
と
協
議
す
る
た
め
の
両
院
協
議

会
委
員
を
選
任
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
一
一
三

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
（
両
院
協
議
会
の
結
果
）
の
会
議
。

ま
ず
両
院
協
議
会
の
経
過
と
結
果
が
報
告
さ
れ
、
採
決
、
再
び
世
族
院
案
を

否
決
し
衆
議
院
案
を
可
決
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
案
は
不
成
立
と
な
っ

た
。
・
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
・
・
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
一
一
五

「
北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及
沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則
一
一
関

ス
ル
法
律
案
」
の
卵
一
読
会
：
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
一
一
八

一
一
一
一



明
詔
・
１
．
妬

第
皿
回

第
哩
回

第
哩
回

第
皿
回

第
皿
回

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

（
議
員
立
法
の
他
の
二
件
の
衆
議

院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
も
併

せ
て
一
括
議
題
）

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

（
右
に
同
じ
）

明
犯
・
廻
・
２

明
調
・
１
．
瓢

明
詔
・
１
．
鯛

旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案

明
距
・
理
・
凶

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
二
読
会
の
統
、
第
三
読
会
、
採

決
、
可
決
。
な
お
政
府
提
出
案
の
沖
縄
県
の
議
員
定
数
二
人
（
宮
古
、
八
重

山
を
除
く
。
）
に
対
し
、
高
木
正
年
君
か
ら
「
那
覇
区
、
首
里
区
、
宮
古
島

及
び
八
重
山
島
一
人
」
、
「
国
頭
郡
一
人
」
、
「
中
頭
郡
一
人
」
、

「
島
尻
郡
一
人
」
計
四
人
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
採
決
の
結
果
否

一
一
関
ス
ル
法
律
案

北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及

沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則

一
一
関
ス
ル
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

「
北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及
沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則
一
一
関

ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、

可
決
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
一
一
九

「
衆
識
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
（
政
府
提
出
）
の
第
一
読
会
。
な
お

本
法
案
に
は
、
沖
細
県
の
場
合
、
宮
古
、
八
頭
山
を
除
く
地
域
か
ら
議
員
二

人
を
選
出
で
き
る
よ
う
に
し
、
施
行
の
期
日
に
つ
い
て
は
勅
令
で
定
め
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
に
議
員
発
議
に
よ
る
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改

正
法
律
案
」
が
二
件
提
出
さ
れ
、
本
法
案
と
と
も
に
同
一
委
員
会
に
付
託
さ

れ
た
が
、
本
法
案
が
後
掲
の
と
お
り
一
月
三
十
一
日
の
本
会
議
で
可
決
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
両
法
案
は
消
滅
し
た
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
一
二
○

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
新
井
章
吾

君
外
一
名
提
出
の
議
員
立
法
で
あ
る
。
．
…
…
…
：
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
：
：
…
．
一
二
二

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
及
び
第
二
読
会
・
…
…
：
一
二
五

一

四



明
調
．
２
．
６

第
皿
回

第
哩
回

酔
鵬
皿
回

跨
弟
皿
回

敏
不
Ｍ
回

商
法
施
行
前
一
一
登
記
ナ
キ
株
式
会

社
ノ
登
記
一
一
関
ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
土
地
整
理
法
中
改
正
法
律

案

明
調
・
２
．
咽

明
調
・
２
．
ｍ

明
調
．
２
．
８

商
法
施
行
前
一
一
登
記
ナ
キ
株
式
会

社
ノ
登
記
一
一
関
ス
ル
法
律
案

明
鯛
・
２
．
２

沖
縄
県
土
地
盤
理
法
中
改
疋
法
律

案談
員
演
職
一
一
関
ス
ル
法
律
案

決
と
な
っ
た
。
ま
た
議
員
立
法
二
件
は
、
政
府
提
出
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
消
滅
し
た
。
：
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
：
…
・
・
一
一
一
七

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
。
本
法
案
は
、
永
、

佐
次
郎
君
外
三
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
沖
縄
県
土
地
整
理
法
は
前
年
に
可

決
公
布
さ
れ
本
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
同

法
第
六
条
第
一
頚
に
よ
り
、
村
又
は
与
か
ら
「
浮
掛
」
、
「
叶
掛
」
を
な

し
、
そ
の
土
地
を
所
有
し
た
者
が
地
租
を
徴
収
さ
れ
る
ま
で
、
従
前
の
叶
米

又
は
そ
れ
に
代
わ
る
報
倣
を
払
う
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
改

正
案
に
よ
っ
て
払
わ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
．
…
・
…
…
：
：
一
三
○

「
商
法
施
行
前
一
一
登
記
ナ
キ
株
式
会
社
ノ
登
記
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一

読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
商
法
施
行
前
に
設
立
さ
れ
た
沖
縄
県
艇
工
銀
行
に

係
る
も
の
で
、
商
法
の
施
行
に
伴
い
澄
記
の
必
要
が
生
じ
た
が
同
法
に
そ
の

手
続
等
の
規
定
が
な
く
、
本
法
案
に
よ
っ
て
そ
の
欠
漏
を
補
お
う
と
い
う
も

の
Ｏ
・
…
・
…
・
…
・
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
一
三
三

「
議
員
演
職
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
に
お
け
る
討
論
中
、
工

藤
行
幹
君
の
発
言
に
、
沖
縄
県
の
土
地
整
理
に
関
し
、
沖
縄
県
人
か
ら
法
案

の
提
出
を
依
頼
さ
れ
た
議
員
が
「
其
極
一
千
円
ノ
割
一
一
手
数
料
ヲ
寄
コ
セ
」

と
要
求
し
た
議
員
が
あ
る
旨
の
陳
述
あ
り
。
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
。
：
一
一
一
一
四

「
商
法
施
行
前
一
一
登
記
ナ
キ
株
式
会
社
ノ
登
記
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一

誌
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
一
一
一
一
五

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
中
改
正
法
律
案
」
（
永
田
佐
次
郎
君
外
三
名
提
出
）

の
第
一
読
会
の
続
・
委
員
長
報
告
（
委
員
会
に
お
い
て
は
原
案
可
決
）
の
一
五



明
訓
・
１
．
羽

》
弟
皿
回

第
晦
回

第
皿
回

〃

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
砂
糖
消
費
税
法
案

（
右
二
件
は
他
の
増
税
法
案
と
一

明
記
・
２
．
羽

明
粥
・
２
．
四

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

〃

旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案

一
一
ハ

後
、
政
府
委
員
の
本
法
案
に
反
対
す
る
弁
明
、
木
法
案
の
第
二
読
会
を
開
く

や
否
や
の
採
決
、
開
か
な
い
こ
と
に
決
定
し
て
廃
案
と
な
る
。
…
・
…
：
…
：
：
…
：
一
三
七

「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
案
」
（
新
井
章
吾
君
外
一
名
提
出
）
の
第
一
読

会
の
統
・
委
員
長
報
告
（
委
員
会
に
お
い
て
は
修
正
議
決
）
の
後
、
政
府
委

員
の
本
法
案
に
反
対
す
る
弁
明
、
本
法
案
の
第
二
読
会
を
開
く
や
否
や
の
採

決
、
開
か
な
い
こ
と
に
決
定
し
て
廃
案
と
な
る
。
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
：
…
：
一
四
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
（
両
院
協
議
会
成
案
）
の
会
議
。
両

院
協
議
会
議
長
の
報
告
、
討
論
、
採
決
、
両
院
協
議
会
成
案
の
と
お
り
可

決
。
な
お
本
法
案
は
、
衆
議
院
で
政
府
提
出
案
に
修
正
を
加
え
て
議
決
し
、

貴
族
院
に
送
付
、
貴
族
院
で
は
衆
議
院
送
付
案
を
さ
ら
に
修
正
議
決
し
て
衆

議
院
に
回
付
、
衆
議
院
で
は
貴
族
院
回
付
案
を
否
決
し
て
両
院
協
議
会
に
持

ち
込
ん
だ
も
の
で
、
こ
の
両
院
協
議
会
成
案
を
批
衆
両
院
が
可
決
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
本
法
案
は
成
立
し
た
。
本
法
案
は
明
治
四
十
五
年
に
執
行
さ
れ
た

沖
縄
県
に
お
け
る
初
め
て
の
衆
議
院
議
員
選
挙
の
施
行
法
律
と
な
っ
た
。
な

お
後
掲
の
よ
う
に
明
治
四
十
五
年
に
も
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
改
正
が
帝
国

議
会
に
提
出
さ
れ
、
同
法
案
中
に
は
沖
縄
県
の
議
員
定
数
を
二
人
か
ら
四
人

に
改
め
る
規
定
等
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
貴
衆
両
院
の
協
議
が
と
と
の
わ
ず
、

廃
案
と
な
っ
た
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
：
…
・
…
一
四
四

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
砂
糖
消
没
税
法
案
」
の

第
一
読
会
。
な
お
両
法
案
は
、
北
清
事
件
の
軍
備
支
弁
の
た
め
他
の
増
税
法

案
と
と
も
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
・
…
・
…
一
四
七



明
妬
・
２
．
焔

第
皿
回

》
弟
恥
回

第
加
凹

第
遍
回

第
超
回

第
塑
回

第
1６

１１１１

〃

括
議
題
）

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
砂
糖
消
饗
税
法
案

（
右
二
件
は
他
の
増
税
法
案
と
一

括
議
題
）

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
二
関
ス
ル
法

律
案
砂
糖
消
批
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
弘
・
２
．
四

明
記
・
５
．
卵

明
弱
．
３
．
４

明
鎚
・
２
．
”

明
詑
・
２
．
肥

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
二
関
ス
ル
法

律
案
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
開
・
２
．
６

〃

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
砂
糖
消
費
税
法
案
」
の

第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
一
四
九

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
二
関
ス
ル
法

律
案
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
一
一
関
ス
ル

一

七

「
沖
細
県
及
東
京
府
櫛
内
伊
豆
七
島
一
一
於
ケ
ル
圃
税
徴
集
二
間
ス
ル
法
祁

案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
：
…
…
・
…
…
…
：
．
…
：
…
：
一
五
一
一

「
砂
臓
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
酒
粘

原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
砂
糖
等
に
対
す
る
課
税
方
法
の
簡
素
化
を
図
ろ
う

と
い
う
、
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
…
・
…
…
…
…
…
・
一
五
一
一
一

「
沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島
一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
の
館
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
一
五
四

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
。
な
お
一
括
議
題
に
な
っ
た
議
員
発
議
の
「
輸
入
原
料

砂
糖
戻
税
法
案
」
に
係
る
討
論
等
も
参
考
の
た
め
採
録
し
た
。
：
…
：
：
．
…
…
…
：
一
五
六

「
沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
（
貴
族
院
回
付
）
の
会
議
。
貴
族
院
修
正
の
と
お
り
可
決
…
…
…
…
．
：
…
…
一
六
四

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
発
議
者
の
趣
旨
説



明
諏
・
３
．
羽

″

第
皿
回

第
皿
回

第
〃２０

回

第
旭
回

第
〃２０

回

〃 〃 〃

〃

明
師
・
理
・
両

明
師
・
廻
・
３

明
く
師
・
３
．
邪

″

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案

明
鎚
・
５
．
瓢

〃 〃

一
八

明
。
な
お
本
建
議
案
の
趣
旨
は
、
外
国
産
粗
糖
（
ザ
ラ
メ
）
と
内
国
産
粗
糖

（
黒
糖
）
の
間
に
は
課
税
上
の
不
公
平
が
．
あ
り
是
正
さ
れ
た
し
と
い
う
も
の
。
…
…
一
六
五

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後

採
決
、
可
決
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
一
六
六

「
非
常
特
別
税
法
案
」
、
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
、

「
沖
縄
県
滞
納
旧
租
延
納
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
こ
れ
ら
の
法
案
は
、

動
議
に
よ
っ
て
政
府
委
員
に
よ
る
趣
旨
説
明
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

提
案
の
目
的
は
日
露
戦
争
の
戦
没
に
充
て
る
た
め
の
増
税
で
、
「
非
常
特
別

税
法
案
」
の
中
に
は
砂
糖
消
費
税
の
値
上
げ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
…
：
…
…
…
・
…
一
六
八

「
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
も
日
露
戦

争
の
戦
費
に
充
て
る
た
め
の
増
税
を
図
る
も
の
で
、
案
の
中
に
は
沖
縄
県
酒

類
出
港
税
や
砂
糖
消
饗
税
の
改
正
も
含
ま
れ
て
い
る
。
．
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
：
一
七
一
一
一

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
本
法
案
も
右
と

同
じ
。
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
一
七
四

「
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。
読
会

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
一
一
関
ス
ル

建
議
案

非
常
特
別
税
法
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
縄
県
滞
納
旧
租
延
納
法
案

（
右
三
件
は
他
の
税
法
案
と
一
括

議
題
）

非
常
特
別
税
法
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
縄
県
滞
納
旧
租
延
納
法
案

（
右
三
件
は
他
の
税
法
案
と
一
括

識
題
）

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案

建
議
案

｜
非
常
特
別
税
法
案
」
、
「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
、

「
沖
縄
県
滞
納
旧
和
延
納
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読

会
、
採
決
、
可
決
・
…
…
…
・
…
…
…
…
：
．
…
…
…
：
…
…
．
．
…
…
．
：
：
…
…
・
…
…
…
一
七
○



〃〃

第
型
回

坐
弟
創
回

第
型
回

第
迦
回

〃〃 〃

市
町
村
立
小
学
校
教
育
喪
国
庫
補

助
法
及
教
育
基
金
令
二
依
ル
沖
細

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス

ル
法
律
案

古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案

明
記
・
２
．
４

明
記
・
１
・
型

明
く
犯
・
１
．
師

明
鎚
・
１
．
妬

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案

〃

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
・
…
：
：
…
・
一
七
五

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略

の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
一
七
七

「
古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
従
来

沖
縄
県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
古
物
商
取
締
法
を
沖
縄
県
に
施
行
し
よ

う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七
七

「
質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
本
法
案
も
右
と
同
じ
。
…
．
：
…
一
七
八

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
饗
国
庫
補
助
法
及
教
育
基
金
令
一
一
依
ル
沖
縄
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
第
一
読
会
・
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
一
七
八

質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案

市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補

助
法
及
教
育
基
金
令
二
依
ル
沖
縄

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス

ル
法
律
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

一

九

「
砂
糖
消
獲
税
法
中
改
正
法
律
案
』
の
鋪
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
従
来

六
か
月
内
に
精
製
さ
れ
な
い
砂
糖
原
料
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も

課
税
さ
れ
て
い
た
の
を
、
災
害
に
よ
っ
て
亡
失
し
た
場
合
に
は
政
府
の
承
認

を
受
け
て
免
税
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
一
七
九

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
班
伺
庫
補
助
法
及
教
育
韮
金
令
一
一
依
ル
沖
細
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
肴
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
．
：
…
：
：
．
．
：
：
：
一
八
○

「
古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
ｃ
読
会
省
略
の
動
識



〃

第
理
回

第
理
回

第
塑
回

第
躯
回

〃 〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

明
調
．
３
．
Ⅳ

明
調
．
３
．
６

明
調
・
２
．
”

明
調
．
２
．
Ⅳ

質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案

〃

民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案

工
業
用
酒
精
酒
類
其
ノ
他
酒
精
含

有
飲
料
一
炭
税
法
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案

二
○

が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
．
：
：
…
…
…
…
…
：
一
八
二

「
質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読

会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
…
一
八
二

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議

が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
：
…
…
…
：
：
：
一
八
四

「
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
従
来
沖

縄
県
に
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
民
法
上
の
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
規
定

を
、
沖
縄
県
に
お
い
て
所
有
権
の
確
定
も
さ
れ
た
こ
と
か
ら
適
用
し
よ
う
と

い
う
も
の
。
．
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
一
八
五

「
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
。
読
会
省

略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
一
八
六

「
工
業
用
涌
精
酒
類
其
ノ
他
酒
精
含
有
飲
料
戻
税
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な

お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
で
製
造
し
た
酒
類
で
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
納
付
済
の

も
の
に
つ
い
て
、
政
府
の
命
令
で
工
業
用
に
使
用
す
る
原
料
に
対
し
て
戻
税

を
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
…
：
…
…
…
…
…
：
…
一
八
八

『
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、

森
本
駿
君
外
一
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
従
来
の
沖
縄
県
の
選
挙
区
及
び
定

員
が
「
那
覇
区
、
首
里
区
、
島
尻
郡
、
中
頭
郡
、
国
頭
郡
」
か
ら
「
二
人
」

と
な
っ
て
い
る
の
を
、
定
数
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
選
挙
区
を
「
沖
縄
県
」

に
改
め
宮
古
郡
、
八
重
山
郡
も
含
め
よ
う
と
い
う
も
の
。
本
法
案
は
、
後
掲

（
明
釣
・
３
．
妬
）
の
よ
う
に
可
決
さ
れ
た
が
、
愛
族
院
に
送
付
さ
れ
ず
、

会
期
と
の
関
係
で
成
立
し
な
か
っ
た
。
．
…
…
…
：
。
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
一
八
九



明
如
・
３
．
９

第
浬
回

第
塑
回

第
調
回

第
調
回

館
配
回

第
調
回

第
型
回

〃

〃

明
調
・
３
．
四

明
釣
・
３
．
妬

明
如
・
２
．
ｍ

明
４０
●

２
●

1６

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

明
如
・
２
．
皿

明
“
・
１
．
鯛

「
沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
二
関
ス
ル
法
律

案
」
、
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
、
「
沖
縄
県
二
於
ケ
ル

一
一
一

工
業
用
酒
精
酒
類
其
ノ
他
酒
精
含

有
飲
料
戻
税
法
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法

律
案

蝋
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案

瀬
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
（
他
の
四
件
の
同
法
改
正
法
律
案

と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆

七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
二
関
ス
ル

「
工
業
用
酒
精
酒
類
其
ノ
他
酒
精
含
有
飲
料
戻
税
法
案
」
の
第
一
読
会
の

続
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
．
：
…
…
…
…
…
：
．
一
九
○

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
我
略
の

動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
：
：
…
…
：
一
九
二

「
輸
入
原
料
砂
糖
一
展
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案

は
、
直
接
沖
縄
県
と
関
係
す
る
、
も
の
で
は
な
い
が
、
本
法
案
の
趣
旨
説
明
に

当
た
っ
た
大
蔵
大
臣
の
説
明
中
に
、
我
が
国
の
糖
業
政
策
並
び
に
沖
縄
雌
の

糖
業
保
護
に
関
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
採
録
し
た
。
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
三

「
願
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に
は
、
検
診
に

関
す
る
饗
用
、
救
護
饗
等
府
県
が
負
担
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
沖
細
膿
の
場

合
国
庫
の
負
担
と
す
る
特
例
規
定
あ
り
。
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
・
…
：
…
：
…
…
一
九
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
本
法
案
は
、
森
本

駿
翁
外
一
一
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
前
掲
（
明
調
．
３
．
Ⅳ
）
の
法
案
と
同

一
の
内
容
。
な
お
本
法
案
も
愛
族
院
に
お
い
て
群
議
未
了
と
な
っ
た
。
：
：
…
：
…
一
九
七

「
淑
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
。
読
会
狩
略

の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
：
：
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
鮒
一
一
読
会
。

『読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
前
掲
（
明

如
・
２
．
超
）
の
森
本
駿
君
外
二
名
提
出
の
法
案
で
あ
る
。
…
：
…
：
…
：
…
・
…
：
一
九
九



〃〃

第
劉
回

〃〃 〃 〃 〃〃 〃 〃

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
増
税
法
案
と
一

括
議
題
）

明
型
．
２
．
４

〃〃 〃 〃

法
律
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関

ス
ル
法
律
案

（
右
三
件
は
他
の
税
制
整
理
法
案

と
一
括
議
題
）

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
日
程
追
加
の
上
他
の

増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

府
県
制
中
改
正
法
律
案

〃 〃

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄
県

の
柚
山
に
つ
い
て
、
従
来
そ
の
管
理
、
処
分
等
旧
恢
に
よ
っ
て
い
た
も
の
を

一
部
の
例
外
を
除
き
国
有
林
野
法
と
同
様
な
制
度
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
．
…
：
一
一
○
五

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
砂
糖
消
蟹
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第

一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
…
…
：
…
：
…
…
…
…
：
…
二
○
六

沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
二
関

ス
ル
法
律
案

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案

一
一
一
一

旧
租
免
除
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
・
…
…
…
二
○
一

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
に
府

県
制
を
施
行
す
る
場
合
に
備
え
て
の
も
の
。
…
：
：
：
：
…
：
…
…
：
：
：
…
：
…
…
…
二
○
四

「
沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
：
…
：
…
二
○
四

一
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第

一
読
会
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
二
○
一
一
一



明
虹
・
３
。
妬

第
〃２４

回

第
型
回

第
泌
回

第
別
回

第
別
回

第
妬
回

第
配
回

〃

〃

明
型
．
２
．
６

″

明
4１

２
ゆ

２０

明
ｕ
・
２
．
”

明
４１
■

３
●

1０

沖
細
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆

七
勝
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル

法
律
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
細
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関

ス
ル
法
律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
下
一
民
ノ
請
願

明
く
蛇
・
２
．
通

明
狸
・
２
．
妬

「
沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
ｃ
第

二
読
会
を
開
く
や
否
や
の
採
決
、
開
か
な
い
こ
と
に
決
定
し
て
廃
案
と
な

る
。
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
九

沖
縄
県
那
覇
区
字
西
八
十
九
番
地
平
民
運
送
業
川
崎
覚
太
郎
提
出
「
沖
細
県

酒
類
出
港
税
下
戻
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
・
…
：
…
…
一
一
一
一
○

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
山
根
正
次
君

か
ら
政
府
に
対
し
「
沖
縄
県
医
師
会
役
員
解
職
一
一
関
ス
ル
質
問
主
意
書
」
が
提

出
さ
れ
た
旨
報
告
。
な
お
参
照
の
た
め
と
し
て
質
問
主
意
書
の
掲
戦
あ
り
。
…
：
．
一
一
一
一
一

右
の
質
問
主
意
書
に
関
す
る
山
根
正
次
君
の
提
出
理
由
の
開
陳
。
な
お
参
照

の
た
め
沖
縄
県
医
師
会
会
頭
金
城
紀
光
か
ら
内
務
大
臣
男
爵
平
田
束
助
あ
て

一
一
一
一
一

府
県
制
中
改
正
法
律
案

沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関

ス
ル
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
、
「
沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル
法

律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採

決
、
可
決
：
…
…
…
・
…
・
…
：
…
…
：
：
…
：
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
一
一
○
九

議
長
ノ
報
告

質
問
主
意
書
の
理
由
に
関
す
る
山

根
正
次
君
の
演
説

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
館
一
一
読
会
。
読
会
省

略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
・
…
…
…
・
…
・
…
：
…
…
…
：
…
：
…
．
．
：
：
…
一
一
一
一

「
沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
、
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第

二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
：
…
：
：
：
…
：
…
…
二
一
一
一
↓



〃

第
２５〃

回

第
酪
回

〃
〃 〃〃

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

肌
4２

。〃

２

２５

明
狸
・
２
．
肥

〃

訓
長
ノ
報
告

〃〃

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

関
税
定
率
法
輸
入
税
表
中
改
正
法

律
案
臨
時
砂
糖
消
費
税
法
案

（
右
三
件
は
他
一
件
の
砂
糖
関
係

法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
確
災
救
助
基
金
法
案

輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法

律
案

二
四

の
「
上
申
書
」
の
掲
戦
あ
り
。
…
・
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
一
一
二
一
一

「
砂
糖
消
蜜
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
輸
入
税
表
中
改
正
法

律
案
」
、
「
臨
時
砂
糖
消
費
税
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
こ
れ
ら
一
一
一
法
案

は
、
中
川
虎
之
助
君
外
二
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
黒
糖
、
白
下
糖
の
砂
糖

消
饗
税
の
値
下
げ
、
内
地
産
に
比
べ
厚
い
保
謹
を
受
け
て
い
る
台
湾
産
砂
糖

と
の
関
係
に
お
け
る
関
税
の
値
上
げ
に
よ
る
増
収
、
さ
ら
に
は
こ
の
関
税
の

値
上
げ
に
伴
う
業
者
に
よ
る
見
越
輸
入
の
防
逼
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
：
…
…
・
…
…
…
・
…
二
二
六

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
山
根
正
次

君
提
出
に
係
る
「
沖
縄
県
医
師
会
役
員
解
職
一
一
関
ス
ル
質
問
主
意
智
」
に
対

し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
。
な
お
内
務
大
臣
法
学
博
士

男
爵
平
田
東
助
か
ら
の
答
弁
書
も
併
せ
て
掲
載
：
…
：
：
…
…
…
．
：
：
…
：
…
…
：
…
二
三
一

「
沖
縄
県
擢
災
救
助
基
金
法
案
」
の
第
一
読
会
・
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
一
一
三
一
一

「
輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法
律
案
」
と
次
掲
の
「
砂
糖
消
盤
税
法
中

改
正
法
律
案
」
と
は
同
一
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
委
員
長
は
「
輸
入
原
料

砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
委
員
長
報
告
の
際
、
併
せ
て
前
掲
中
川
虎

之
助
君
外
二
名
提
出
の
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
報
告
を
行
っ

た
。
．
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
一
一
一
一
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
。
読
会

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
黒
糖
、
白
下
糖

の
税
額
を
安
く
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
委
員
に
よ
る
本
法
案

に
反
対
す
る
意
見
の
開
陳
あ
り
。
．
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
：
二
三
四



〃

第
溺
回

第
恥
回

第
妬
回

節
沈
回

〃

沖
縄
県
確
災
救
助
基
金
法
案

明
狸
・
３
．
２

明
狸
・
３
．
別

肌
４２
●

３
●

ｌ(］

明
姻
・
１
．
浬

沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関

ス
ル
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
識

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
（
他
二
件
の
同
題
名
の
法
律
案
と

一
括
議
題
）

砂
糖
澗
世
税
法
中
改
正
法
律
案

「
沖
縄
県
羅
災
救
助
基
金
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省

略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
：
。
…
：
…
…
…
：
：
：
一
一
一
一
一
六

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
同
題
名
の
法
律
案
が
一
一
一
件
一
括

議
題
と
な
る
も
、
う
ち
一
件
は
議
事
日
程
延
期
と
な
る
。
）
の
第
一
読
会
の

統
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
（
一
一
件
と
も

同
じ
。
）
。
な
お
両
法
案
は
い
ず
れ
も
議
員
立
法
で
、
そ
の
う
ち
日
程
第
十
一
一
一

の
小
泉
又
次
郎
君
外
七
名
提
出
の
法
案
に
つ
い
て
委
員
会
で
修
正
を
加
え
、

沖
縄
県
の
場
合
「
那
覇
区
、
首
里
区
、
島
尻
郡
、
中
頭
郡
、
国
頭
郡
一
一
人
」

と
あ
る
の
を
「
沖
縄
県
一
一
人
」
と
し
、
従
来
除
外
さ
れ
て
い
た
宮
古
郡
、
八

重
山
郡
も
選
挙
区
に
含
め
た
。
本
法
案
は
炎
族
院
で
成
立
せ
ず
廃
案
と
な
っ

た
。
…
．
．
…
…
・
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
・
・
…
…
・
…
一
一
一
一
一
七

「
砂
糖
消
独
税
法
中
改
正
法
律
案
」
（
没
族
院
回
付
）
の
会
議
。
同
法
案

は
、
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
没
族
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
が
没
族
院
で
修
正
を

加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
採
決
の
結
果
は
炎
族
院
で
修
正
さ
れ
た
回
付
案
を
否

決
。
次
い
で
同
法
案
に
つ
い
て
貴
族
院
と
協
議
す
る
た
め
の
両
院
協
議
会
委

員
を
選
任
．
：
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
：
…
：
：
…
…
・
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
：
：
：
一
一
三
九

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
（
両
院
協
議
会
成
案
）
の
会
議
。
ま
ず

両
院
協
議
会
の
経
過
と
結
果
が
報
告
さ
れ
、
採
決
、
蚤
族
院
修
正
ど
お
り
可

決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
二
四
○

「
沖
細
膿
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
…
…
…
：
：
二
四
一

二

五
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回
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那
珊
港
修
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聯
ヲ
沖
細
県
二
引

継
ク
聯
二
関
ス
ル
法
律
案

議
長
ノ
報
告

明
姻
・
３
．
５

明
妃
・
３
．
８

明
郷
．
３
．
１

明
姻
・
２
．
四

題
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
議

題
）

沖
細
膿
諾
禄
処
分
法
案

議
長
ノ
報
告

明明
4３４３

２２

５１

〃

「
沖
細
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
：
．
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
：
…
：
二
四
一
一
一

議
長
は
、
議
聯
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
中
川
虎
之

助
君
か
ら
政
府
に
対
し
「
砂
糖
政
策
一
一
関
ス
ル
質
問
主
意
書
』
が
提
出
さ
れ

た
旨
報
告
。
な
お
参
照
の
た
め
と
し
て
質
問
主
意
書
の
掲
載
あ
り
。
…
…
…
…
…
一
一
四
六

右
の
質
問
主
意
識
に
関
す
る
中
川
虎
之
助
蒋
の
提
出
理
由
の
開
陳
…
…
…
…
：
：
：
一
一
四
七

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
雛
三

読
会
、
採
決
、
可
決
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
一
一
五
四

議
長
ノ
報
侍

砂
糖
政
策
一
一
関
ス
ル
質
問

砂
糖
消
我
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
議

題
）
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案

一
一
一
〈

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
鋪
二
読
会
。
読
会
禰
略
の

動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
・
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
：
：
一
一
五
六

議
長
は
、
議
聯
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
中
川
虎
之

助
織
提
出
に
係
る
「
砂
糖
政
策
一
一
関
ス
ル
質
問
主
意
書
」
に
対
し
政
府
か
ら

答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
。
な
お
大
蔵
大
臣
侯
爵
桂
太
郎
、
内
務
大

臣
法
学
博
士
男
爵
平
田
東
助
、
腿
商
務
大
臣
男
爵
大
浦
兼
武
連
名
の
答
弁
書

も
併
せ
て
掲
載
…
．
．
：
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
：
．
：
二
五
八

「
那
職
港
修
築
工
覗
ヲ
沖
細
県
一
一
引
継
ク
聯
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読

会
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
：
…
…
…
・
…
：
二
六
○

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
参
照
の
た

一
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
・
二
四
一
一



明
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回
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明
姻
・
３
．
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肌
4３

３

２２

め
と
し
て
中
川
虎
之
助
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
糖
業
政
策
一
一
関
ス
ル
再
質
問

主
意
識
」
を
掲
戦
し
た
。
な
お
同
質
間
主
意
評
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
課

は
、
一
一
一
月
一
日
の
本
会
議
に
お
い
て
議
長
か
ら
提
出
が
あ
っ
た
旨
報
告
さ
れ

て
い
た
が
、
中
川
虎
之
助
君
か
ら
再
質
問
は
次
の
本
会
議
ま
で
延
期
し
た
い

と
の
希
望
が
出
さ
れ
、
撤
回
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
．
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
二
六
一

右
の
再
質
問
主
意
番
に
関
す
る
中
川
虎
之
助
君
の
提
出
理
由
の
開
陳
…
：
…
…
：
：
一
一
六
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
。

読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
小
泉
又
次

郎
君
外
七
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
そ
の
内
容
は
而
通
・
３
．
２
」
に
可

決
さ
れ
た
同
題
名
の
法
案
と
同
一
で
、
当
初
の
案
で
は
沖
細
県
の
選
挙
区
に

つ
い
て
規
定
が
な
か
っ
た
も
の
を
委
員
会
に
お
い
て
修
正
を
加
え
、
従
来
同

法
の
施
行
外
に
あ
っ
た
宮
古
郡
、
八
亜
山
郡
も
選
挙
区
に
含
め
た
。
本
法
案

は
量
族
院
で
否
決
さ
れ
る
。
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
．
：
：
：
…
二
六
六

「
那
珊
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
一
一
引
継
ク
靭
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読

会
の
統
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
一
一
六
八

「
沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第

二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
・
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
：
二
六
九

議
長
は
、
議
事
日
程
を
全
部
終
了
し
た
後
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、

中
川
虎
之
助
君
提
出
に
係
る
「
糖
業
政
策
一
一
関
ス
ル
再
質
問
」
に
対
し
政
府

か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
』
臼
報
告
。
な
お
大
蔵
大
臣
侯
爵
桂
太
郎
、
内

務
大
臣
男
爵
平
田
東
助
、
農
商
務
大
臣
男
爵
大
浦
兼
武
連
名
の
答
弁
譜
も
併

せ
て
掲
峨
・
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
一
一
七
一

二
七

糖
業
政
策
二
関
ス
ル
再
質
問

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案那
珊
港
修
築
工
郡
ヲ
沖
細
県
二
引

継
ク
事
二
関
ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関

ス
ル
法
律
案

議
長
ノ
報
告
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回
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回
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27

1,1
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回

黄
族
院
令
第
六
条
二
関
ス
ル
質
問

明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
廃

止
法
律
案

″

明
必
・
３
．
ルー

明
“
・
３
．
９

明
“
・
２
．
鯛

砂
糖
消
災
税
法
中
改
正
法
律
案

明
4４

１

３１

明
“
・
１
．
餌

砂法沖法沖
糖律細律細

り;案雌案雌災挫
税工工
法銀銀
11’行行
改肺補
正助助
法二
擁関関
案スス
ルル

議
長
ノ
報
告

一
沖
細
県
股
工
銀
行
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読

会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
：
．
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
二
七
一
一
一

「
砂
糖
消
班
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
、
下

糖
に
つ
い
て
も
税
額
を
黒
糖
同
様
、
現
行
の
「
蘭
斤
二
付
三
門
」
を
「
二

円
」
に
改
め
よ
う
と
い
う
も
の
。
：
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
一
一
七
四

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会

杓
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
：
：
：
：
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
二
七
七

議
長
は
、
議
覗
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
参
照
の
た

め
と
し
て
塚
田
啓
太
郎
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
貴
族
院
令
第
六
条
一
一
関
ス
ル

質
問
主
意
書
」
を
掲
載
し
た
。
な
お
同
質
間
主
意
書
は
、
三
月
一
一
日
の
本
会

議
に
お
い
て
議
長
か
ら
提
出
が
あ
っ
た
旨
報
告
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
内
容

の
う
ち
一
つ
は
、
北
海
道
及
び
沖
縄
県
か
ら
多
額
納
税
者
議
員
を
選
出
す
べ

き
時
機
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
政
府
は
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い

る
か
と
い
う
も
の
。
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
．
：
…
・
・
一
一
八
三

右
の
質
問
主
意
書
に
関
す
る
塚
田
啓
太
郎
君
の
提
出
理
由
の
開
陳
：
：
：
：
…
…
：
：
二
八
一
一
一

「
明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
一
一
一
号
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法

案
は
、
従
来
本
法
に
よ
っ
て
そ
の
施
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
旧
商
法
（
そ
の

後
第
三
編
破
産
以
外
は
全
面
改
正
さ
れ
た
。
）
を
、
本
法
を
廃
止
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
既
に
沖
縄
県
に
も
施
行
さ
れ
て
い
る
改
正
商
法
同
様
、
旧
商
法
中

の
破
産
に
関
す
る
規
定
も
施
行
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
・
…
．
：
…
…
…
：
…
…
…
二
八
七

二
八

「
沖
細
県
挫
工
銀
行
補
助
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
：
：
…
…
…
…
…
…
二
七
二
・



明
仙
・
３
．
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第
”
回

第
”
回

第
”
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卵
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回

〃
〃〃〃

〃

明
“
・
３
．
肥

明
伽
・
３
．
肥

〃

明
４４

〃・

３
●

２１

〃〃

明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
廃

止
法
律
案

砂
糖
消
我
税
法
中
改
正
法
律
案

「
内
地
粗
糖
業
保
護
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
の

後
委
員
会
に
付
託
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
．
：
…
・
…
…
…
：
：
：
…
二
八
八

議
長
は
、
散
会
後
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
塚
田
啓
太
郎
君
提
出
に

係
る
「
黄
族
院
令
第
六
条
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
縛
弁
譜
の
送

付
が
あ
っ
た
旨
報
告
。
な
お
内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
桂
太
郎
か
ら
の
縛
弁
許
も

併
せ
て
掲
戦
…
。
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
二
八
九

「
明
治
一
一
十
三
年
法
律
第
百
一
一
一
号
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二

読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
。
：
…
・
…
…
…
：
：
…
：
：
…
一
一
九
○

「
砂
糖
消
独
税
法
中
改
正
法
律
案
」
（
世
族
院
回
付
）
の
会
談
。
本
法
案

は
、
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
炎
族
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
が
没
族
院
で
修
正
を

加
え
ら
れ
た
．
も
の
で
、
採
決
の
結
果
、
礎
族
院
修
正
の
と
お
り
可
決
…
…
…
…
…
二
九
一

「
内
地
粗
糖
業
保
謹
二
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採

決
、
可
決
：
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
：
…
：
．
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
…
：
…
：
：
：
二
九
一
一

沖
細
県
那
珊
区
字
泉
崎
士
族
屋
宜
嵐
綿
外
三
十
四
増
提
出
の
「
旧
琉
球
群
吏

役
俸
処
分
法
制
定
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
…
…
…
…
二
九
一
一
一

呑
川
雌
大
川
郡
白
鳥
村
鎌
田
虎
太
郎
外
四
十
六
名
及
び
同
蝶
三
班
郡
和
川
村

田
中
甚
造
外
百
八
十
名
提
出
の
「
砂
糖
政
紫
一
一
関
ス
ル
諦
願
」
、
鹿
児
島
市

潮
見
町
鹿
児
島
糖
巣
商
同
業
組
合
長
安
田
為
偲
外
十
五
猫
、
徳
崎
県
板
野
郡

松
島
村
平
民
藤
本
利
之
丞
外
七
十
六
名
、
沖
縄
県
中
頭
郡
西
原
村
玉
那
職
亜

善
外
一
一
十
一
一
一
名
及
び
沖
縄
県
那
珊
区
沖
縄
糖
商
同
業
組
合
提
仲
吉
朝
助
捉
州

の
「
内
国
粗
糖
生
産
費
補
助
金
下
附
ノ
請
願
」
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
砂
糖
同

業
組
合
長
富
田
嘉
則
提
出
の
「
糖
業
保
謹
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
二
九

内
地
粗
糖
菜
保
護
一
一
関
ス
ル
建
議

案議
長
ノ
報
告

内
地
粗
糖
業
保
護
二
関
ス
ル
建
議

案旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
制
定
ノ

請
願
砂
糖
政
簸
二
関
ス
ル
請
願
外
一
件

内
国
粗
糖
生
産
磯
補
助
金
下
附
ノ

請
願
外
三
件

糖
業
保
謹
二
関
ス
ル
請
願



明
妬
・
２
．
６

第
調
回

第
配
回

第
鯛
回

第
配
回

〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案（
日
程
追
加
）

明
妬
・
３
．
卯

明
妬
・
３
．
５

明
4５

２

２７

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

〃

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

三
○

長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
…
：
…
…
：
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
：
：
…
…
・
…
二
九
四

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
中
川

虎
之
助
君
外
十
三
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
黒
砂
糖
及
び
白
下
糖
の
税
額
を

値
下
げ
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
し
か
し
後
掲
（
明
妬
・
３
．
卯
）
の
と
お
り

政
府
と
の
関
係
で
撤
回
さ
れ
た
。
．
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
・
…
：
：
…
…
…
…
：
二
九
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
政
府
提
出
）
の
第
一
読
会
。
な

お
本
法
案
に
は
、
沖
細
県
に
お
け
る
選
挙
区
、
識
員
定
数
（
従
来
の
二
人
を

四
人
に
）
の
改
正
及
び
初
め
て
の
選
挙
に
当
た
っ
て
の
選
挙
人
名
簿
の
調
製

に
関
し
て
の
規
定
あ
り
。
本
法
案
は
、
後
掲
（
明
妬
・
３
．
羽
）
の
と
お
り

貴
族
院
で
修
正
さ
れ
、
両
院
協
議
会
で
協
議
さ
れ
た
が
意
見
の
一
致
を
見
る

こ
と
が
で
き
ず
、
採
決
の
結
果
、
衆
議
院
案
の
と
お
り
決
せ
ら
れ
た
が
、
貴

族
院
が
両
院
協
議
会
成
案
を
否
決
す
る
に
至
り
廃
案
と
な
っ
た
。
…
・
…
…
…
…
：
一
一
一
○
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、

第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
．
：
：
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
：
：
…
…
．
：
…
…
・
三
○
三

「
砂
糖
消
班
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
本
法
案
の
提
出
者

の
一
人
で
あ
る
山
岡
国
吉
君
か
ら
本
法
案
撤
回
の
理
由
の
開
陳
が
な
さ
れ
、

撤
回
は
許
可
さ
れ
た
。
な
お
撤
回
の
理
由
は
、
政
府
が
次
年
度
の
予
算
ま
で

調
査
研
究
し
議
院
側
の
希
望
を
満
た
し
た
い
と
し
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
。
：
…
…
一
一
一
○
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
貴
族
院
回
付
）
の
会
議
。
本
法

案
は
、
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
、
貴
族
院
に
送
付
さ
れ
た
も
の
が
貴
族
院
で
修

正
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
採
決
の
結
果
、
畳
族
院
の
修
正
に
同
意
せ
ず
否

決
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
愛
族
院
と
協
議
す
る
こ
と
と
な
り
、
両
院
協
議
会



大
２
．
３
．
皿

第
２８

Ｍ

卵
２８

Ｍ

第
帥
回

第
釦
回

〃〃

〃

明
妬
・
３
．
羽

朋
幅
・
３
．
弱

大
２
．
３
．
８

衆
議
院
識
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

〃

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に
は
、
従
来
洲一

一
一

裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス

ル
法
律
案

裁
判
所
管
轄
区
域
一
一
関
ス
ル
法
律

案
（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

旧
琉
球
蒋
吏
役
俸
処
分
法
制
定
ノ

請
願
外
三
件

旧
琉
球
藩
吏
金
禄
処
分
誤
謬
訂
花

ノ
請
願

の
委
員
を
選
挙
し
た
。
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
．
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
一
一
一
○
七

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
両
院
協
議
会
成
案
）
の
会
議
。

採
決
の
結
果
は
両
院
協
議
会
成
案
（
肢
初
の
衆
議
院
案
）
の
と
お
り
可
決
。

し
か
し
前
掲
の
と
お
り
貴
族
院
が
こ
の
両
院
協
議
会
成
案
を
否
決
し
て
本
法

案
は
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
沖
縄
県
で
行
わ
れ
た
最
初
の
衆
議
院
議

員
選
挙
（
明
治
四
十
五
年
五
月
十
五
日
執
行
）
は
議
員
定
数
二
人
の
ま
ま
で

選
挙
が
行
わ
れ
た
。
…
：
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
．
：
一
一
一
○
八

沖
細
雌
那
職
区
字
泉
崎
一
一
千
二
十
九
番
地
士
族
雑
業
屋
宜
寅
綿
外
七
百
四
十

五
名
、
沖
縄
県
首
里
区
字
久
場
川
千
四
十
菰
番
地
士
族
雑
業
真
志
喜
安
愈
外

百
九
十
五
名
、
沖
縄
県
那
覇
区
字
西
十
五
番
地
士
族
商
久
志
助
保
外
十
九
薪

及
び
沖
縄
県
同
区
字
久
米
二
千
六
百
四
番
地
士
族
雑
業
普
久
横
徳
劣
外
八
十

七
名
提
出
の
「
旧
琉
球
藩
吏
役
俸
処
分
法
制
定
ノ
請
願
」
、
沖
縄
県
島
尻
郡

大
里
村
字
与
那
原
一
一
一
千
百
一
一
十
九
番
地
士
族
雑
業
伊
江
朝
信
外
四
名
提
出
の

「
旧
琉
球
藩
吏
金
禄
処
分
誤
謬
訂
正
ノ
諦
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後

採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
群
あ
り
。
…
・
…
：
…
…
一
一
二
○

「
裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
、
「
裁
判
所
管
職
瞳
域
二

関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
面
法
案
は
、
前
者
が
宮
古
区
裁
判
所

及
び
八
並
山
区
裁
判
所
の
廃
止
、
後
者
が
那
職
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
を

定
め
た
も
の
。
…
：
…
・
…
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
：
…
：
：
：
：
一
一
一
一
一
↓



大
２
．
３
．
型

第
妬
回

第
妬
回

第
釦
回

第
釦
回

〃

〃

大
４
．
６
．
４

大
３
・
旭
・
明

大
２
．
３
．
昭

一
一
一
一
一

細
県
に
は
本
法
を
施
行
し
な
い
と
規
定
し
て
あ
っ
た
特
例
規
定
を
削
除
し
て

沖
縄
媒
に
も
本
法
を
施
行
す
る
旨
の
規
定
あ
り
。
し
か
し
後
掲
（
大
２
．
３

・
型
）
の
よ
う
に
委
員
会
に
お
い
て
は
、
同
条
項
に
つ
い
て
大
正
七
年
ま
で

五
年
間
施
行
を
延
期
す
る
、
と
す
る
修
正
を
行
い
、
本
会
議
で
も
そ
の
と
お
り

修
正
議
決
さ
れ
た
。
…
…
…
：
…
…
…
．
：
…
：
…
：
：
．
…
：
…
…
：
…
：
…
…
…
：
：
：
一
一
一
一
一
一
一

「
裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
、
「
裁
判
所
管
轄
区
域
一
一

関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
館
一
一
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可

決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
三
一
四

裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス

ル
法
律
案

裁
判
所
瞥
幡
区
域
二
脚
ス
ル
法
律

案
（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
）

衆
議
院
識
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読

会
、
採
決
、
可
決
…
…
・
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
三
一
七

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、

沖
細
兇
選
出
議
員
岸
本
費
昌
君
外
一
翁
提
出
に
よ
る
議
員
立
法
で
、
従
来
沖

細
県
の
場
合
、
選
挙
区
及
び
議
員
定
数
は
、
宮
古
郡
、
八
重
山
郡
を
除
く
沖

縄
県
の
区
域
か
ら
一
一
人
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
那
珊
区

か
ら
一
人
、
首
里
区
及
び
郡
部
か
ら
三
人
計
四
人
を
選
出
す
る
よ
う
に
改
正

し
よ
う
と
い
う
、
も
の
。
し
か
し
本
法
案
は
十
一
一
月
一
一
十
五
日
に
衆
議
院
が
解

散
さ
れ
た
た
め
廃
案
と
な
っ
た
。
…
…
：
…
：
．
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
三
一
九

「
衆
識
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、

沖
細
県
選
出
議
員
岸
本
変
呂
蒋
外
一
一
端
提
出
に
よ
る
、
も
の
で
、
そ
の
内
容
は



大
５
．
２
．
１

第
詑
回

第
託
回

第
訂
回

第
諏
回

衆
議
院
議
員
選
挙
法
違
反
事
件
検

挙
一
一
関
ス
ル
建
議
案

大
４
．
６
．
７

大
４
．
６
．
９

大
５
．
１
．
羽

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案 衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

前
掲
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
…
…
…
…
・
…
…
・
…
：
．
：
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
：
三
二
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
違
反
事
件
検
挙
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
な
お

本
建
議
案
の
趣
旨
は
、
大
正
四
年
三
月
執
行
の
衆
議
院
議
員
選
挙
に
お
け
為

政
府
の
検
挙
は
峻
酷
に
失
す
る
嫌
い
が
あ
り
、
人
権
疎
珊
の
非
難
を
聞
く
こ

と
が
多
く
、
将
来
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
添
付
資
料
に
、
日
本
弁
護
士
協
会
が
各
地
の
弁
護
士

会
に
照
会
し
た
と
思
わ
れ
る
照
会
文
に
那
職
弁
誰
士
会
長
磯
部
亮
邦
が
寄
せ

た
回
答
文
が
掲
戦
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
内
容
は
衆
議
院
議
員
選
挙
に

係
る
も
の
で
は
な
く
、
参
考
の
た
め
と
し
て
大
正
四
年
一
月
二
十
八
日
八
癒

川
郡
で
執
行
さ
れ
た
雌
会
議
員
補
欠
選
挙
に
係
る
覗
例
を
回
答
し
て
い
る
。

本
建
議
案
は
提
出
者
の
趣
旨
説
明
の
後
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

日
程
に
上
ら
ず
審
議
未
了
と
な
っ
た
。
．
…
…
．
．
…
：
：
…
：
：
．
…
…
・
…
…
：
…
：
：
：
三
二
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。

読
会
樹
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
前
掲
の
沖

縄
県
選
出
議
員
岸
本
賀
昌
君
外
一
一
名
提
出
に
よ
る
も
の
。
ま
た
本
法
案
は
会

期
妓
終
日
に
可
決
さ
れ
た
た
め
貴
族
院
に
お
い
て
瀞
議
さ
れ
ず
廃
案
と
な
っ

た
。
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
．
．
…
…
…
…
一
一
一
一
一
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、

高
木
益
太
郎
君
外
一
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
沖
縄
県
の
選
挙
区
及
び
議
員

定
数
に
つ
い
て
も
「
那
覇
区
一
人
」
、
「
郡
部
（
首
里
区
ト
モ
）
三
人
」
と

改
正
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
・
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
…
．
：
三
三
六

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、

一
一
一
一
一
一



大
５
．
２
．
５

第
釣
回

第
師
回

第
諏
回

第
諏
回

明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改

正
法
律
案

裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案

大
６
．
６
．
妬

大
５
．
２
・
”

大
５
．
２
．
型

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案 案明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改

正
法
律
案

三
四

小
池
仁
郎
君
外
六
名
提
出
の
議
員
立
法
で
、
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分
は
前
掲

の
高
木
益
太
郎
君
外
一
名
提
出
と
同
一
．
．
…
…
：
…
：
…
…
…
：
…
…
．
：
…
…
：
…
：
一
一
一
一
一
一
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
。

読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
前
掲
一
一
件

の
法
案
よ
り
先
に
提
出
さ
れ
た
小
泉
又
次
郎
君
外
十
一
一
名
提
出
の
案
で
、
本

法
案
に
は
沖
縄
関
係
の
規
定
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
三
件
の
法
案
は
、
同
一

の
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
前
掲
一
一
件
は
委
員
会
に
保
留
に
な
り
、
本
法

案
の
承
が
第
一
読
会
の
続
に
上
程
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
委
員
長
報
告
に
よ

る
と
、
同
委
員
会
の
委
員
の
一
人
で
あ
る
沖
縄
県
選
出
議
員
岸
本
賀
昌
君
か

ら
那
珊
区
を
加
え
る
修
正
意
見
が
委
員
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
が
、
会
議
録
に
法
案
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
ま
た
本
会
議
に
お
い
て
は
岸
本
茂
呂
君
の
政
府
に
対
す
る
要
望

発
言
も
あ
る
が
、
本
法
案
は
貴
族
院
で
第
一
読
会
が
開
か
れ
た
後
審
議
さ
れ

ず
、
廃
案
と
な
る
。
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
三
三
九

「
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法

案
は
「
瀬
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
」
の
改
正
案
で
、
本
法
施
行
当
時
沖
縄
県
に

は
府
県
制
が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
救
護
没
、
検
診
に
関
す
る

費
用
は
国
庫
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
府
県
制
の
施
行
に
伴
い
他
府
県

並
承
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
三
四
四

「
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一

読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
一
一
一
四
五

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
及
び
「
大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改



大
８
．
２
．
妬

第
〃３９

回

第
３９

回

第
如
回

第
卵
回

第
如
回

第
虹
回

〃

大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改
正
法

律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案

大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改
正
法

律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

大
６
．
７
．
７

″

大
６
．
７
．
ｍ

大
６
．
７
．
皿

大
７
．
３
．
皿

沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
二
関
ス

ル
建
議
案

（
他
の
建
議
案
一
件
と
一
括
議
題
）

衆
議
院
識
貝
選
挙
法
中
改
正
法
律

大
７
．
３
．
昭

〃

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
及
び
「
大
正
一
一
年
法
律
第
九
号
中
改

正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ

て
採
決
、
可
決
：
：
：
…
…
…
・
…
：
：
：
：
…
：
…
：
：
…
…
：
…
：
。
…
…
…
：
…
…
：
…
一
一
一
四
八

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
）

沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
二
関
ス

ル
建
議
案

王Ｅ

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
児
玉
好
熊

君
外
一
名
提
出
に
よ
る
議
員
立
法
で
、
大
正
七
年
分
ま
で
沖
縄
県
へ
の
施
行

が
延
期
と
な
っ
て
い
る
本
法
を
さ
ら
に
大
正
十
一
一
年
分
ま
で
延
期
し
よ
う
と

い
う
も
の
。
し
か
し
本
法
案
は
貴
族
院
に
お
い
て
廃
案
と
な
っ
た
。
：
…
…
…
・
…
一
一
一
五
○

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。
読
会
省
略

の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
五
一

「
沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
な
お
本
建
議
案

は
、
奥
田
栄
之
進
君
外
二
名
の
提
出
に
よ
る
も
の
で
、
会
談
に
お
い
て
は
児

玉
好
熊
君
が
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
後
、
沖
細
県
選
出
議
員
我
如
古
楽
一
郎
君

が
同
様
に
趣
旨
説
明
を
行
っ
た
。
ま
た
本
建
議
案
は
「
鹿
児
島
県
大
島
郡
島

換
町
村
制
撤
廃
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
と
と
も
に
同
一
委
員
会
で
審
査
さ
れ
た
。
．
…
：
一
一
一
五
四

「
沖
縄
県
特
別
自
治
制
撤
廃
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の

後
採
決
、
可
決
…
…
…
…
：
…
．
：
…
…
…
：
…
：
…
…
…
．
：
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
三
五
八

正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
両
法
案
は
、
大
正
一
一
年
に
廃
止
さ
れ
た
平

良
区
裁
判
所
の
復
活
と
そ
の
管
轄
区
域
を
定
め
る
も
の
。
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
一
一
一
四
六

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、



〃

第
虹
回

第
狸
回

館
仙
回

〃

沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」

予
防
撲
滅
二
関
ス
ル
建
議
案

大
８
．
３
・
田

大
８
．
３
．
Ⅷ

大
８
．
３
．
８

案（
日
程
追
加
）

識
長
ノ
報
告

沖
縄
県
選
出
識
貝
我
加
古
楽
一
郎
譜
は
、
二
月
一
一
十
日
に
「
廿
旅
作
二
側
ス

ル
質
問
主
意
番
」
を
提
出
、
三
月
十
一
日
の
本
会
議
に
お
け
る
質
問
の
会
議

で
、
口
頭
に
よ
っ
て
そ
の
説
明
を
行
っ
た
。
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
一
一
一
六
五

「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」
予
防
撲
滅
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会

議
。
沖
縄
県
選
出
議
員
我
如
古
楽
一
郎
蒋
外
四
名
提
出
の
本
建
議
案
に
対
す

る
、
我
如
古
楽
一
郎
君
の
趣
旨
説
明
…
・
…
…
：
：
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
：
…
…
三
六
八

議
長
は
、
議
聯
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
の
中
で
、
前
掲
の
我
如

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
（
他
の
二
件
の
同
題
名
の
法
案
と

一
括
議
題
）

甘
熊
作
二
脚
ス
ル
質
問

一
一
一
一
ハ

政
府
の
提
出
に
よ
る
も
の
で
、
沖
縄
県
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
宮
古
、
八

重
山
を
除
く
沖
縄
県
全
域
を
一
選
挙
区
と
し
て
二
人
を
選
出
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
も
の
を
「
第
一
区
那
珊
区
一
人
」
、
「
第
二
区
島
尻
郡
、

宮
古
郡
、
八
重
山
郡
二
人
」
、
「
第
三
区
首
里
区
、
中
頭
郡
一
人
」
、

「
第
四
区
国
頭
郡
一
人
」
と
四
選
挙
区
か
ら
五
人
を
選
出
す
る
案
と
な

っ
て
い
る
。
本
法
案
は
、
衆
議
院
で
可
決
後
貴
族
院
で
も
可
決
さ
れ
、
翌
大

正
九
年
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
た
。
ま
た
本
法
案
が
付
託
さ
れ

た
特
別
委
員
会
に
は
本
法
案
よ
り
先
に
節
一
読
会
に
上
程
さ
れ
た
同
題
名
の

議
員
立
法
が
一
一
件
あ
り
、
両
法
案
と
も
沖
縄
県
の
選
挙
区
及
び
定
数
に
つ
い

て
二
選
挙
区
か
ら
四
人
を
選
出
す
る
よ
う
に
改
め
る
規
定
を
侭
い
て
い
た

が
、
政
府
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
廃
案
と
な
っ
た
た
め
割
愛
し
た
。
…
…
三
五
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
三
件
）
の
第
一
読
会
の
統
、
第

二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
政
府
提
出
案
の
み
可
決
…
：
：
…
…
…
：
…
…
：
：
：
三
六
一



大
９
．
７
．
５

第
４１

回

第
狸
回

第
狸
回

第
妃
回

第
“
回

第
〃４４

回

沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
ー
‐
マ
ラ
リ
ヤ
」

予
防
撲
滅
二
関
ス
ル
建
議
案

明
治
四
十
一
年
法
律
館
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

大
８
．
３
．
”

大
９
．
１
．
羽

大
９
．
２
．
ｍ

明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

市
制
中
改
正
法
律
案

町
村
制
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

大
９
．
７
．
昭

大
皿
・
３
．
８

″

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お

本
法
案
は
、
前
掲
の
と
お
り
前
議
会
で
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
を
改
め
て
本

議
会
に
提
出
し
た
も
の
。
：
…
…
…
：
：
：
：
…
…
・
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
…
：
…
…
一
一
一
七
六

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、

第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
：
：
：
：
…
：
一
一
一
七
八

七

古
楽
一
郎
君
提
出
に
係
る
「
甘
燕
作
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
の

鰐
弁
護
を
受
領
し
た
旨
報
告
、
同
答
弁
書
を
掲
峨
し
た
。
：
。
：
：
…
：
…
…
…
…
…
三
七
○

「
沖
細
膿
一
一
於
ケ
ル
「
マ
ラ
リ
ヤ
」
予
防
撲
滅
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会

議
ｏ
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
：
…
：
…
…
…
：
：
：
．
…
…
…
：
…
…
…
…
…
三
七
一

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
純
一
読
会
。
な
お

本
法
案
は
、
従
来
沖
細
膿
の
酒
造
税
率
が
本
土
の
三
分
の
一
で
あ
っ
た
も
の

を
本
土
並
み
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
本
法
案
は
衆
議
院
で
可
決
さ
れ
た

後
、
批
族
院
で
も
群
議
さ
れ
た
が
、
会
期
と
の
関
係
で
成
立
し
な
か
っ
た
。
：
：
：
三
七
一
一
一

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、

第
一
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
：
：
…
…
…
：
…
・
…
：
．
一
一
一
七
四

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
ｃ

な
お
「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
に
は
、
沖
縄
県
の
区
（
那
覇
区
、
首
里
区
）

を
廃
し
て
市
に
す
る
場
合
の
経
過
規
定
、
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
に

は
、
従
来
同
法
に
沖
縄
県
に
は
同
法
を
施
行
せ
ず
と
規
定
し
て
い
た
特
例
規

定
を
削
り
、
沖
縄
県
に
も
本
土
同
様
な
町
村
制
を
施
行
す
る
旨
の
規
定
が
含



大
皿
・
２
．
咽

第
〃４６

回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
坐
回

第
〃４４

回

都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案

明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案

大
１２
〃・

２

２０

大
ｎ
．
３
．
鯉

大
皿
・
３
．
Ｍ

農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

大
皿
・
３
．
鯉

大
１０

〃・

３
●

１５

市
制
中
改
正
法
律
案

町
村
制
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

羽
地
村
字
仲
尾
次
、
大
宜
味
村
、

国
頭
村
役
場
所
在
地
間
電
信
架
設

ノ
請
願

軍
人
恩
給
並
扶
助
料
増
加
ノ
請
願

挫
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
村
長
宮
城
栄
喜
提
出
「
羽
地
村
字
仲
尾
次
、
大
宜
味

村
、
国
頭
村
役
場
所
在
地
間
電
信
架
設
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の

後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
三
八
一
一
一

沖
細
貼
那
職
区
高
橋
町
陸
軍
歩
兵
中
尉
大
見
謝
恒
亨
外
四
十
一
名
提
出
の

「
軍
人
恩
給
並
扶
助
料
増
加
ノ
請
願
」
の
会
談
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、

採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
譜
あ
り
。
：
：
…
…
…
…
．
．
…
…
三
八
五

「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄

県
選
出
全
議
員
の
共
同
提
案
に
よ
る
も
の
で
、
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明

は
花
城
永
渡
君
が
行
っ
た
。
本
法
案
の
趣
旨
は
、
従
来
農
業
倉
庫
の
受
寄
物

が
毅
物
及
び
繭
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
を
砂
糖
に
つ
い
て
も
受
寄
物
と
す
る

こ
と
と
し
、
沖
縄
県
等
の
産
糖
地
域
に
も
本
法
の
恩
恵
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う

も
の
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
三
八
六

「
艇
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
。
読
会

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
会
期
と
の
関
係

で
貴
族
院
に
お
い
て
審
議
さ
れ
ず
成
立
し
な
か
っ
た
。
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
一
一
一
八
七

「
都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
一
十
七
号

中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
両
法
案
の
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分

は
、
従
来
沖
縄
県
に
お
い
て
は
地
租
附
加
税
に
関
し
特
別
の
税
率
を
定
め
て

三
八

ま
れ
て
い
る
。
．
．
…
…
…
・
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
・
・
…
三
七
九

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

続
、
第
二
読
会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
一



〃

第
“
回

第
妬
回

第
〃４６

回

第
妬
回

〃〃

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

大
皿
・
３
．
５

大
哩
・
３
．
ｍ

大
１２

〃・

３
●

１５

大
哩
・
３
．
ｍ

産
業
組
合
二
対
シ
煙
草
小
売
指
定

ノ
請
願

〃

越
来
村
二
郵
便
局
設
慨
ノ
請
願

衆
議
院
議
員
選
挙
法
別
表
中
改
正

一
一
関
ス
ル
建
議
案

都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案

明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
日
程
追
加
の
上
一
括

議
題
）

与
那
国
村
一
一
郵
便
局
設
置
ノ
請
願

い
た
が
、
こ
れ
を
他
府
県
並
承
に
し
よ
う
と
い
う
、
も
の
。
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
一
一
一
八
九

「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄

県
選
出
議
員
花
城
永
渡
君
外
四
名
提
出
に
よ
る
も
の
で
、
前
掲
（
大
皿
・
３

・
皿
）
に
提
出
さ
れ
た
同
題
名
の
法
案
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
…
・
…
…
…
：
…
：
：
：
三
九
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
別
表
中
改
正
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
な
お
本

建
議
案
の
趣
旨
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
が
大
正
八
年
に
改
正
さ
れ
て
以
来

十
一
一
一
の
市
（
そ
の
中
に
首
里
市
あ
り
。
）
が
誕
生
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら

の
市
を
独
立
の
選
挙
区
と
す
る
よ
う
同
法
の
改
正
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
も
の
。
…
…
…
・
…
…
．
．
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
一
一
一
九
一
一
一

「
都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
一
十
七
号

中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決

さ
れ
て
採
決
、
可
決
．
．
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
三
九
五

沖
縄
県
八
重
山
郡
与
那
国
村
公
吏
真
境
名
元
輔
外
二
十
一
名
提
出
の
「
与
那

国
村
二
郵
便
局
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
…
：
…
…
…
・
…
…
・
…
…
一
一
一
九
七

沖
縄
県
有
限
責
任
北
谷
村
信
用
販
売
購
買
組
合
理
事
糸
村
昌
盛
外
二
十
四
名

提
出
「
産
業
組
合
一
一
対
シ
煙
草
小
売
指
定
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告

の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
：
：
一
一
一
九
八

沖
縄
県
中
頭
郡
越
来
村
字
山
内
千
七
百
七
番
地
公
吏
比
嘉
清
繁
外
二
十
二
名

提
出
「
越
来
村
二
郵
便
局
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
三
九



大
皿
・
３
．
別

鋪
釦
回

第
即
回

第
帥
回

鮒
妬
回

第
“
回

〃 〃
〃

〃

大
皿
・
３
．
鉛

大
理
・
３
．
皿

大
型
・
２
．
皿

本
州
ト
島
喚
問
ノ
交
通
一
一
関
ス
ル

大
哩
・
３
．
”

〃 〃

四
○

決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
：
．
…
…
三
九
八

「
挫
業
倉
庫
菜
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
。
読
会

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
会
期
と
の
関
係

で
貴
族
院
に
お
い
て
審
議
を
議
了
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
廃
案
と
な
っ
た
。
…
…
四
○
○

沖
縄
県
島
尻
郡
具
志
川
村
長
仲
村
渠
良
金
外
一
一
一
十
四
名
提
出
「
那
覇
、
久
米

島
間
一
一
無
線
電
信
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採

択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
識
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
○
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
別
表
中
改
正
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長

報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
四
○
三

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
普

通
選
挙
制
を
採
用
し
た
、
い
わ
ゆ
る
普
選
法
で
、
本
法
案
の
成
立
に
よ
っ
て

普
選
が
実
現
し
た
。
し
か
し
本
法
案
に
お
け
る
沖
縄
関
係
は
、
別
表
に
お
い

て
選
挙
区
が
全
雌
一
区
に
改
め
ら
れ
た
だ
け
で
、
本
法
の
成
立
の
過
程
に
お

い
て
は
、
沖
縄
県
に
関
す
る
論
議
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
本
項
以
後
の
衆
議
院

の
審
議
及
び
前
巻
（
第
八
巻
）
の
貴
族
院
の
審
議
は
す
べ
て
割
愛
し
た
。
：
…
：
：
四
○
四

「
本
州
ト
島
喚
間
ノ
交
通
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
提
出
者
の
趣
旨
説

明
の
後
委
員
会
に
付
託
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
．
…
…
四
○
六

「
沖
細
県
財
政
経
済
ノ
救
済
助
長
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
岸
本
獲
昌
君
外
三

名
提
出
）
及
び
「
沖
縄
県
救
済
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
安
達
謙
蔵
君
外
四
名

提
出
）
の
会
議
。
動
議
に
よ
り
提
出
者
の
趣
旨
説
明
が
省
略
さ
れ
、
理
由
書

が
速
記
録
に
掲
戦
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
：
：
…
：
：
…
：
．
…
…
・
…
…
：
．
：
．
四
○
八

「
本
州
ト
島
喚
問
ノ
交
通
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
動
議
に
よ
り
他
の

那
覇
、
久
米
島
間
一
一
無
線
電
信
設

腫
ノ
請
願

本
州
卜
島
喚
問
ノ
交
通
二
関
ス
ル

建
議
案

沖
細
県
財
政
経
済
ノ
救
済
助
長
一
一

脚
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
救
済
二
関
ス
ル
建
議
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
別
表
中
改
正

二
関
ス
ル
建
議
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

股
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案



〃

第
釦
回

』
弟
副
回

第
団
回

第
瓢
回

〃〃

沖
細
県
財
政
経
済
ノ
救
済
助
長
一
一

関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
救
済
一
一
関
ス
ル
建
議
案

（
右
二
件
は
日
程
追
加
）

大
理
・
３
．
型

大
通
・
１
．
邪

大
過
・
２
．
４

大
胆
・
２
．
凱１

閣
務
大
臣
ノ
演
説
二
対
ス
ル
質
疑

〃

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
談

建
議
案

（
日
程
追
加
）

沖
縄
県
一
一
国
立
水
産
学
校
設
置
ノ

諦
願

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
雛
理
法
案
と
一
括
議

題
）

沖
縄
県
首
里
市
金
城
町
一
丁
目
八
番
地
士
族
官
吏
北
村
電
敬
外
十
一
名
提
出

「
沖
縄
県
一
一
国
立
水
産
学
校
設
腫
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採

決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
密
あ
り
。
…
・
・
・
…
：
…
・
…
四
一
八

「
沖
細
県
財
政
経
済
ノ
救
済
助
長
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
及
び
「
沖
細
県
救
済

一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
。
な
お
、
両

建
議
案
と
同
趣
旨
と
思
わ
れ
る
「
沖
縄
県
補
給
金
増
額
一
一
関
ス
ル
請
願
」
が

本
会
期
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
衆
議
院
は
、
請
願
の
取
扱
要
領
に
従
い
、

両
建
議
案
の
可
決
に
よ
り
同
請
願
は
「
採
択
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
見
倣
シ
」
、
政

府
に
送
付
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
請
願
は
本
会
議
の
議
事
日
程
に
記
戦

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
審
議
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
四
一
九

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
酒
造
税
を

一
一
割
程
度
増
税
す
る
も
の
の
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
財
界
不
況
の
た
め
県
民

が
窮
状
に
陥
っ
て
い
る
の
で
、
当
分
の
間
税
率
を
従
前
の
通
り
と
し
、
た
だ

し
県
外
に
移
出
す
る
分
の
み
増
税
さ
れ
る
税
率
で
課
税
し
よ
う
と
い
う
も

の
。
．
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
一
一
○

藤
苗
代
君
（
鹿
児
島
県
選
出
）
は
、
「
国
務
大
臣
ノ
波
説
一
一
対
ス
ル
質
疑
」

に
当
た
っ
て
、
黒
糖
の
消
斐
税
の
廃
止
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
対
し
大

蔵
大
臣
浜
口
雄
幸
君
が
答
弁
し
た
。
…
・
…
：
：
…
：
…
・
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
四
二
一
一

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
…
…
：
…
：
：
：
：
…
：
…
・
…
：
…
四
一
一
五

建
議
案
と
と
も
に
委
員
長
報
告
が
省
略
さ
れ
、
一
括
採
決
、
可
決
・
…
：
…
…
…
…
四
一
六

四



大
晦
・
２
．
ｍ

第
副
回

揺
鵬
団
回

第
副
回

館
５１

回

第
副
回

〃 〃 〃

〃

大
通
・
３
・
邪

大
蝿
・
３
．
匁Ｉ

大
遁
・
３
．
恥

大
晦
・
３
．
６

沖
縄
県
救
済
二
関
ス
ル
建
議
案

〃 〃

四
一

大
田
郵
便
局
二
集
配
聯
務
開
始
ノ

請
願
黒
糖
及
白
下
糖
消
費
税
免
除
ノ
詰

願
外
一
件

沖
縄
県
二
於
ケ
ル
分
蜜
糖
業
保
護

一
一
関
ス
ル
請
願
外
一
件

大
宜
味
郵
便
局
二
電
信
事
務
開
始

ノ
請
願

「
股
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に
は
、
従

来
挫
業
倉
庫
の
受
寄
物
が
殻
物
と
繭
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
沖
細
県
の

よ
う
に
砂
糖
を
主
産
物
と
し
て
い
る
地
域
に
対
し
て
は
砂
糖
も
受
寄
物
と
す

る
こ
と
と
し
、
同
地
方
に
挫
菜
倉
庫
を
設
腫
し
て
地
域
の
振
興
に
寄
与
せ
し

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
改
正
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
．
．
…
・
…
…
…
…
…
四
一
一
七

「
挫
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会

描
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
：
四
二
八

「
沖
継
県
救
済
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
宜
保
成
晴
君
外
十
六
名
提
出
）
の
会

議
。
提
出
者
の
趣
旨
説
明
を
省
略
の
上
即
決
さ
れ
た
い
と
の
動
議
が
決
さ
れ

て
採
決
、
可
決
…
：
．
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
四
三
○

沖
縄
県
島
尻
郡
具
志
川
村
長
仲
村
渠
昌
則
外
二
十
一
名
提
出
「
大
田
郵
便
局

一
一
集
配
事
務
開
始
ノ
請
願
」
、
沖
細
県
農
会
長
屯
井
光
政
提
出
「
黒
糖
及
白

下
糖
消
費
税
免
除
ノ
請
願
」
、
沖
縄
砂
糖
同
業
組
合
組
長
羽
田
格
三
郎
外

一
名
提
出
「
同
題
名
請
願
」
、
沖
縄
砂
糖
同
業
組
合
組
長
羽
田
格
三
郎
外

一
名
提
出
「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
分
蜜
糖
業
保
護
一
一
関
ス
ル
請
願
」
、
沖
縄
県

農
会
長
勉
井
光
政
提
出
「
同
題
名
請
願
」
、
沖
縄
県
国
頭
郡
大
宜
味
村
長
金

城
鍛
助
提
出
「
大
宜
味
郵
便
局
一
一
電
信
事
務
開
始
ノ
請
願
」
及
び
沖
縄
県
沖

縄
馬
車
軌
道
株
式
会
社
取
締
役
田
島
貞
雄
外
一
名
提
出
「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル

農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

題
）

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
議

題
）

挫
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

一
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
、
第
三
読

会
、
採
決
、
可
決
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
：
四
一
一
六



〃

第
〃５２

回

第
〃５２

回

第
認
回

〃
〃

沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
軌
道
経
営
会
社

一
一
国
庫
補
助
ノ
請
願

昭
２
．
１
．
”

″

昭
２
．
３
．
８

″

昭
２
．
３
．
皿

沖
縄
県
営
鉄
道
買
収
並
嘉
手
納
、

名
謎
間
鉄
道
敷
設
一
一
関
ス
ル
建
議

案

〃

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
四
四
八

砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
税
制
整
理
法
案

と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
税
制
整
理
法
案

と
一
括
議
題
）

地
租
条
例
第
十
三
条
ノ
ニ
ー
一
関
ス

ル
請
願

軌
道
経
営
会
社
一
一
国
庫
補
助
ノ
詰
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、

い
ず
れ
も
採
択
。
な
お
各
請
願
に
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
謀
あ

り
。
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
三
五

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
の

第
一
読
会
。
な
お
前
者
に
は
樽
入
黒
糖
の
減
税
を
図
る
改
正
条
項
が
含
ま
れ

て
い
る
。
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
四
三
八

沖
縄
県
島
尻
郡
知
念
村
長
新
垣
孫
一
外
一
名
提
出
「
地
租
条
例
第
十
三
条
ノ

ニ
ー
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択

に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
本
請
願
の
趣
旨
は
、
久
高
島
に
お

い
て
は
明
治
三
十
六
年
の
土
地
整
理
の
際
、
同
島
の
五
十
一
町
歩
の
土
地
を

当
時
の
組
頭
外
十
四
名
の
共
有
地
と
し
た
結
果
、
一
戸
平
均
地
価
一
一
十
円
未

満
の
も
の
が
地
租
名
寄
帳
面
上
は
い
ず
れ
も
一
一
百
円
以
上
と
な
っ
て
い
る
の

で
地
租
条
例
第
十
三
条
の
一
一
（
免
租
）
を
適
用
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
、
も

の
ｏ
…
・
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
・
四
五
六

「
沖
縄
雌
営
鉄
道
買
収
並
嘉
手
納
、
名
謹
間
鉄
道
倣
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

（
大
城
幸
之
一
君
外
八
名
提
出
）
の
会
議
。
提
出
者
を
代
表
し
て
大
城
幸
之

一
君
の
趣
旨
説
明
あ
り
。
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
四
五
七

四
一
一
一



〃

第
託
回

第
記
回

第
盟
回

〃 〃

議
長
ノ
報
告

昭
４
．
２
．
妬

間
４
．
２
．
５

昭
２
．
３
．
鯛

議
長
ノ
報
告

〃

沖
細
県
営
鉄
道
買
収
並
嘉
手
納
、

名
護
間
鉄
道
吸
設
一
一
関
ス
ル
建
議

案沖
細
県
二
於
ケ
ル
軌
道
経
営
会
社

一
一
対
ス
ル
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル
詰

願識
長
ノ
報
告

沖
細
雌
沖
細
馬
車
軌
道
株
式
会
社
取
締
役
田
島
貞
雄
外
一
名
提
出
「
沖
細
喋

二
於
ケ
ル
軌
逆
経
営
会
社
一
一
対
ス
ル
国
庫
補
助
二
閃
ス
ル
諦
願
」
の
会
議
。

委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見

書
あ
り
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
一

議
長
は
、
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
板
野
友
造
君
か
ら
提
出
の

あ
っ
た
「
沖
縄
県
下
一
一
於
ケ
ル
開
墾
助
成
法
施
行
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
し

政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質
問
主
意
譜
及
び
縛
弁
害

を
掲
栽
し
た
。
な
お
質
問
の
要
旨
は
、
南
大
東
島
に
お
い
て
東
洋
製
糖
株
式

会
社
が
開
墾
助
成
法
に
基
づ
い
て
大
正
九
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
年
額
六

万
円
の
補
助
を
受
け
て
い
る
が
、
同
社
は
既
に
開
墾
の
済
ん
だ
土
地
を
未
懇

地
と
し
て
補
助
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
政
府
は
こ
の
補
助
金
支
出
を

適
法
と
認
め
た
上
に
お
い
て
の
支
出
か
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
六
一
一

議
長
は
、
識
Ｗ
Ⅱ
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
溌

那
慾
和
君
外
一
名
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
八
重
山
山
林
開
拓
一
一
関
ス
ル
質

問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質
問
主
意
書

及
び
答
弁
書
を
掲
戦
し
た
。
．
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
四
六
一
一
一

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
伊

礼
肇
君
外
一
名
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
沖
縄
県
産
業
振
興
資
金
利
息
補
給
一
一

関
ス
ル
質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質

四
四

「
沖
縄
県
営
鉄
道
買
収
並
嘉
手
納
、
名
謎
間
鉄
道
倣
設
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
四
六
○



〃

第
託
回

第
託
回

〃〃〃〃 〃 〃〃

〃

昭
４
．
３
．
四

昭
４
．
３
．
羽

〃 〃〃〃 〃

沖
縄
県
烏
尻
郡
南
大
東
島
会
社
員
江
崎
竜
雄
提
出
「
沖
純
蝶
南
大
東
蹄
一
一
無

集
配
郵
便
局
設
職
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な

お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
群
あ
り
。
．
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
：
…
…
四
七
禿

四
五

沖
縄
県
営
鉄
道
買
収
一
一
関
ス
ル
建

議
案

沖
縄
県
営
鉄
道
国
営
移
管
一
一
関
ス

ル
建
議
案

沖
縄
県
渡
久
地
漁
港
修
築
二
関
ス

ル
建
議
案

沖
縄
県
渡
久
地
漁
港
修
築
二
関
ス

ル
建
議
案

沖
継
県
下
一
一
灯
台
設
憧
一
一
関
ス
ル

建
議
案

沖
縄
雌
下
一
一
灯
台
設
雌
一
一
関
ス
ル

建
議
案

八
重
山
区
裁
判
所
復
旧
一
一
関
ス
ル

建
議
案

沖
細
県
南
大
東
島
二
無
集
配
郵
便

局
設
世
ノ
請
願

議
長
ノ
報
告

問
主
意
書
及
び
答
弁
書
を
掲
戦
し
た
。
…
：
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
…
：
：
：
：
：
…
四
六
六

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
漢

那
憲
和
君
外
一
名
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
八
重
山
山
林
開
拓
一
一
関
ス
ル
再
質

問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質
問
主
意
番

及
び
答
弁
書
を
掲
救
し
た
。
…
…
：
…
．
：
．
：
…
：
…
：
…
…
：
：
：
…
…
：
…
…
：
…
：
四
六
七

「
沖
縄
県
営
鉄
道
買
収
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
伊
礼
肇
君
外
一
一
名
提
出
）
、

「
沖
縄
県
営
鉄
道
国
営
移
管
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
亀
割
安
蔵
君
外
一
名
提

出
）
、
「
沖
縄
県
渡
久
地
漁
港
修
築
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
漢
那
憲
和
君
外

一
一
名
提
出
）
、
「
沖
縄
県
渡
久
地
漁
港
修
築
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
亀
割
安

蔵
君
外
一
一
名
提
出
）
、
「
沖
縄
県
下
一
一
灯
台
設
侭
二
関
ス
ル
建
議
案
」
（
漢

那
憲
和
君
外
二
名
提
出
）
、
「
沖
縄
県
下
二
灯
台
設
侭
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

（
他
割
安
蔵
君
外
一
名
提
出
）
、
「
八
兎
山
区
裁
判
所
復
旧
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
（
花
城
永
渡
君
提
出
）
の
会
議
。
趣
旨
説
明
を
肴
略
し
、
そ
れ
ぞ
れ
委

員
会
に
付
託
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
：
…
…
：
：
：
…
四
七
○



昭
６
．
１
．
”

第
卵
回

第
卵
回

第
副
回

第
弱
回

第
卵
回

第
記
回

第
詑
回

砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
減
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
減
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
一
一
国
立
水
産
学
校
並
国
立

水
産
試
験
場
設
腫
二
関
ス
ル
建
識

案那
覇
港
鹿
児
島
港
間
並
那
職
港
大

昭
６
．
３
．
羽

昭
６
．
３
．
羽

沼
６
．
３
．
３

昭
６
．
３
．
２

沖
縄
県
産
業
助
成
費
継
続
支
出
一
一

関
ス
ル
建
議
案

昭
５
．
５
．
通

昭
４
．
３
．
妬

四
六

右
七
件
の
建
議
案
の
会
議
。
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
。
な

お
「
八
重
山
区
裁
判
所
復
旧
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
以
外
の
六
件
は
、
委
員
会

で
い
ず
れ
も
類
似
建
議
案
の
一
一
件
が
一
件
の
建
議
案
に
併
合
修
正
さ
れ
て
い

る
。
．
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
・
・
四
七
七

「
沖
縄
県
産
業
助
成
菱
継
続
支
出
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
漢
那
憲
和
君
外
三

名
提
出
）
の
会
議
。
本
建
議
案
は
、
沖
縄
県
産
業
助
成
我
が
昭
和
五
年
で
予

定
年
限
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
昭
和
六
年
以
降
も
継
続
し
て
支
出
し
て
も
ら
い

た
い
と
の
主
旨
だ
が
、
第
五
十
八
回
帝
国
議
会
で
は
、
議
事
の
都
合
で
提
出

さ
れ
た
百
六
十
六
件
の
建
議
案
の
う
ち
一
件
の
撤
回
を
除
き
残
り
全
部
が
審

議
未
了
と
な
り
、
本
逮
議
案
も
同
様
の
結
果
と
な
っ
た
。
…
：
…
…
：
：
…
…
…
・
・
・
四
八
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
ロ
ン

ド
ン
海
軍
条
約
の
成
立
に
よ
り
生
じ
た
余
剰
財
源
を
同
条
約
の
趣
旨
に
従
い

国
民
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
減
税
法
案
で
、
樽
入
黒
糖
の
場
合
一
割
の

減
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
．
…
四
八
二

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
の
統
・
・
…
：
：
…
…
…
．
．
…
：
…
：
四
八
四

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
減
税
法
案
と
一
括
議
題
）

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
．
：
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
四
八
五

「
沖
細
県
一
一
国
立
水
産
学
校
並
国
立
水
産
試
験
場
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

（
伊
礼
雄
君
外
二
名
提
出
）
の
会
議
。
本
建
議
案
は
委
員
会
に
付
託
：
…
…
・
…
…
四
八
六

右
七
件
の
建
議
案

「
那
職
港
鹿
児
島
港
間
並
那
珊
港
大
阪
港
間
命
令
航
路
開
始
一
一
関
ス
ル
建
議



〃

第
弱
回

〃 〃 〃〃 〃 〃

阪
港
間
命
令
航
路
開
始
一
一
関
ス
ル

建
議
案

沖
縄
県
石
垣
町
並
名
謹
町
一
一
区
裁

判
所
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
二
高
等
水
産
学
校
設
立
ノ

請
願

昭
６
．
３
．
頭

〃〃 〃〃

伊
江
郵
便
局
二
集
配
或
務
洲
始
ノ

請
願

〃

本
部
村
大
字
謝
花
一
一
無
集
配
郵
便

局
設
置
ノ
請
願

国
頭
村
東
村
一
一
対
ス
ル
国
有
林
産

物
無
償
譲
与
期
間
復
活
ノ
請
願

那
綱
鹿
児
島
間
那
職
大
阪
間
及
那

覇
基
隆
間
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建

議
案

一
時
賜
金
縦
兵
一
一
関
シ
恩
給
法
一

部
改
正
ノ
請
願

「
沖
縄
膿
石
垣
町
並
名
謹
町
一
一
区
裁
判
所
設
雁
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
崎
山

嗣
朝
君
提
出
）
の
会
議
。
本
建
議
案
は
委
員
会
に
付
託
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
四
八
八

首
里
市
金
城
町
一
丁
目
八
番
地
官
吏
豊
田
信
勝
外
五
名
提
出
「
沖
縄
県
一
一
高

等
水
産
学
校
設
立
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な

お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
識
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
四
九
一

那
覇
市
久
米
町
二
丁
目
一
一
十
二
番
地
仲
井
問
宗
一
提
出
「
国
頭
村
東
村
一
一
対

ス
ル
国
有
林
産
物
無
悩
譲
与
期
間
復
活
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の

後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
番
あ
り
。
．
…
…
：
…
四
九
一

那
職
市
久
米
町
二
丁
目
二
十
二
番
地
仲
井
間
宗
一
提
出
「
本
部
村
大
字
謝
花

一
一
無
集
配
郵
便
局
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採

択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
謀
あ
り
。
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
四
九
一
一

那
紺
市
久
米
町
一
一
丁
目
一
一
十
一
一
番
地
仲
井
間
宗
一
提
出
「
伊
江
郵
便
局
二
集

配
事
務
開
始
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採

択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
九
二

那
淵
市
垣
花
町
幸
喜
必
典
外
六
名
提
出
「
一
時
賜
金
疲
兵
一
一
関
シ
恩
給
法
一

部
改
正
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に

当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
・
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
：
：
…
…
：
四
九
一
一

「
那
職
鹿
児
島
間
那
職
大
阪
間
及
那
覇
基
隆
間
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
（
当
真
嗣
合
君
外
四
名
提
出
）
の
会
議
。
本
建
議
案
は
委
員
会
に
付
託
…
…
四
九
一
一
一

案
」
（
崎
山
嗣
朝
君
提
出
）
の
会
議
。
本
建
議
案
は
委
員
会
に
付
託
・
…
…
：
。
…
：
四
八
八

四
七



〃

第
鑓
回

第
醜
回

第
弱
回

〃 〃 〃

昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、

昭
和
三
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

（
右
決
算
は
他
の
決
算
と
一
括
議

題
）

昭
７
．
６
．
皿

昭
７
．
６
．
羽

昭
６
．
３
．
配

Ｉ

沖
細
県
一
一
国
立
水
産
学
校
並
国
立

水
産
試
験
場
設
置
二
脚
ス
ル
建
議

案沖
縄
県
石
垣
町
並
名
護
町
一
一
区
裁

判
所
設
侭
二
関
ス
ル
建
議
案

那
珊
港
鹿
児
島
港
間
並
那
珊
港
大

阪
港
間
命
令
航
路
開
始
二
関
ス
ル

建
議
案

那
珊
鹿
児
島
間
那
珊
大
阪
間
及
那

柵
基
隆
間
航
路
国
営
二
関
ス
ル
建

議
案
議
長
ノ
報
告

〃 〃

「
那
職
鹿
児
島
間
那
珊
大
阪
間
及
那
職
基
隆
間
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
の
会
議
。
委
員
擬
報
告
の
後
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
…
四
九
六

四
八

「
沖
細
県
一
一
国
立
水
産
学
校
並
国
立
水
産
試
験
場
設
憧
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

の
会
談
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
・
四
九
売

議
憂
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
伊

礼
碓
君
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
沖
縄
県
振
興
計
画
実
施
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に

対
し
政
府
か
ら
答
弁
譜
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質
問
主
意
譜
及
び
答

弁
書
を
掲
載
し
た
。
：
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
：
…
四
九
八

「
昭
和
三
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、
昭
和
三
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
」
の
会
議
。
な
お
同
決
算
の
委
員
会
報
告
譜
に
、
①
預
金
部
資
金
運
用
の

不
当
耶
項
と
し
て
、
大
蔵
省
預
金
部
に
お
い
て
百
万
円
を
沖
細
県
俄
引
き
受

け
の
形
式
に
よ
り
沖
縄
興
業
銀
行
に
融
通
し
た
件
、
②
国
有
財
産
管
理
の
不

当
事
項
と
し
て
、
沖
縄
県
下
の
国
有
林
貸
し
付
け
及
び
地
上
立
木
の
払
い
下

げ
の
件
、
③
政
府
の
弁
明
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
那
覇
税
務
署
の
徴
収
に

係
る
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
．
…
…
…
…
…
：
。
：
．
．
…
・
…
・
…
・
・
・
：
．
…
…
…
．
．
…
五
○
○

「
沖
縄
県
石
垣
町
並
名
護
町
一
一
区
裁
判
所
設
腫
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
会

議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
四
九
六

「
那
職
港
鹿
児
島
港
間
並
那
澗
港
大
阪
港
間
命
令
航
路
開
始
一
一
関
ス
ル
建
議

案
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
：
：
．
：
…
：
四
九
六



昭
８
．
２
．
顔

″

第
鯛
回

第
〃６４

回

第
〃６４

回

第
“
回

第
“
回

第
〃６４

回

昭
８
．
３
．
卵

昭
８
．
２
．
肥

″

膿
７
．
９
．
２

昭
８
．
３
．
Ｍ

昭
８
〃・

３
●

２５

那
覇
市
天
妃
町
二
丁
目
七
番
地
新
聞
記
者
仲
吉
良
光
外
百
七
十
六
名
提
出

「
沖
縄
県
振
興
計
画
案
促
進
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、

採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
・
…
…
…
…
：
：
：
五
○
一
一
一

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
（
金
城
紀
光
君
外
五
名
提
出
）
、
「
地
租
法
中

改
正
法
律
案
」
（
伊
礼
肇
君
提
出
）
の
第
一
読
会
。
な
お
両
法
案
は
、
疲
弊

し
て
い
る
沖
縄
県
及
び
鹿
児
島
県
大
島
郡
の
地
租
を
低
減
し
よ
う
と
い
う
も

の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
○
五

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

統
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
両
法

案
は
、
他
の
法
案
と
併
合
修
正
さ
れ
一
案
と
さ
れ
た
上
、
採
決
に
付
さ
れ

た
。
本
法
案
は
、
世
族
院
に
お
い
て
群
議
未
了
と
な
っ
た
。
：
…
：
：
：
：
…
…
：
…
五
○
七

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
高

田
転
平
君
（
栃
木
県
選
出
）
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
沖
細
県
振
興
一
一
関
ス
ル

質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
該
質
問
主
意

郷
及
び
答
弁
番
を
掲
戦
し
た
。
：
：
…
…
：
…
：
…
…
…
：
…
…
・
…
：
．
…
…
…
：
…
：
五
一
一

「
昭
和
五
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、
昭
和
五
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
」
の
会
議
。
な
お
同
決
算
の
委
員
会
報
告
書
に
、
農
林
省
に
お
い
て
収
入

未
済
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
島
尻
郡
港
川
漁
業
組
合
に
交
付
し
た
漁
業
共

同
施
設
奨
励
金
に
関
し
、
調
査
不
十
分
の
た
め
多
額
の
奨
励
金
を
詐
取
さ

れ
、
返
還
を
命
じ
て
も
納
入
が
な
く
不
当
で
あ
る
旨
の
報
告
あ
り
。
．
：
…
・
…
・
…
・
五
一
一
一
一

「
沖
細
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
、
「
那
覇
市
一
一
高
等
水
産
専
門
学
校

設
置
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
い
ず
れ
も
花
城
永
渡
君
提
出
）
の
会
議
。
委
員
四
九

地
租
法
中
改
正
法
律
案

地
租
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）

地
租
法
中
改
正
法
律
案

地
租
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
日
程
追
加
の
上
他
の

法
案
と
一
括
議
題
）

議
長
ノ
報
告

沖
縄
県
振
興
計
画
案
促
進
ノ
請
願

昭
和
五
年
度
歳
入
歳
出
総
決
算
、

昭
和
五
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

（
右
決
算
は
他
の
決
算
と
一
括
議

題
）

沖
細
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案

那
覇
市
一
一
高
等
水
産
専
門
学
校
設



〃

第
砺
回

第
髄
回

〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

股
９
．
３
．
６

昭
９
．
２
．
８

〃

地
租
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
同
題
名
法
案
と
一
括
議

題
）

地
租
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
同
題
名
法
案
と
一
括
識

〃 〃 〃

美
里
村
上
方
二
郵
便
局
設
置
ノ
請

願 悩
一
一
関
ス
ル
建
議
案

中
城
村
大
字
喜
舎
場
二
郵
便
取
扱

所
設
腫
ノ
諦
願

南
洋
群
島
二
於
ケ
ル
金
融
制
度
確

立
ノ
請
願

南
洋
群
島
二
中
等
教
育
並
社
会
教

育
機
関
役
慨
ノ
諦
願

南
洋
群
島
ノ
青
果
類
移
出
解
禁
一
一

関
ス
ル
諦
願

沖
縄
県
二
高
等
水
産
学
校
建
設
ノ

請
願

五
○

長
報
告
の
後
採
決
、
い
ず
れ
も
可
決
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
六

沖
縄
県
中
頭
郡
中
城
村
大
字
仲
順
一
一
百
一
一
十
一
一
一
番
地
医
師
太
田
為
正
外
四
名

提
出
「
中
城
村
大
字
喜
舎
場
二
郵
便
取
扱
所
設
臓
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員

長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ

り
。
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
八

沖
縄
県
中
頭
郡
美
里
村
長
平
田
嗣
一
提
出
「
美
里
村
上
方
一
一
郵
便
局
設
低
ノ

請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て

の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
：
：
…
五
一
八

南
洋
マ
リ
ァ
ナ
群
島
サ
イ
・
ハ
ン
島
北
ガ
ラ
・
ハ
ン
四
丁
目
三
十
四
番
地
農
湧
上

郷
人
提
出
「
南
洋
群
島
一
一
於
ケ
ル
金
融
制
度
確
立
ノ
諮
願
」
（
以
下
の
請
願

一
一
件
と
も
同
人
の
提
出
）
、
「
南
洋
群
島
一
一
中
等
教
育
並
社
会
教
育
機
関
設

侭
ノ
請
願
」
、
「
南
洋
群
島
ノ
青
果
頬
移
出
解
禁
一
一
脚
ス
ル
諦
願
」
の
会

議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
い
ず
れ
も
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の

衆
議
院
の
意
見
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
請
願
に
．
あ
り
。
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
・
…
・
…
：
五
一
九

首
里
市
金
城
町
一
丁
目
八
番
地
官
吏
豊
川
信
勝
外
十
九
名
提
出
「
沖
縄
県
一
一

高
等
水
産
学
校
建
設
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
癒
見
番
あ
り
。
…
・
…
…
：
…
…
…
…
：
：
：
…
五
二
○

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
（
金
井
正
夫
君
（
鹿
児
島
県
選
出
）
外
四
名
提

出
）
の
第
一
読
会
。
な
お
木
法
案
は
、
疲
弊
し
た
鹿
児
島
県
大
崎
郡
及
び
沖

縄
県
の
地
租
を
低
減
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
．
：
…
・
五
一
一
一

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の

動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
は
、
他
の
法
案
と
併
合
修
正



〃

第
氏
回

第
砺
回

第
髄
回

第
師
回

〃〃 〃

沖
縄
県
官
吏
ノ
待
遇
改
善
一
一
関
ス

ル
建
議
案

シ
ャ
ム
国
産
砕
白
米
輸
入
許
可
一
一

関
ス
ル
建
議
案

与
那
原
港
修
築
ノ
請
願

沼
９
．
３
．
ｍ

昭
９
．
３
．
塑

昭
９

３

２５

昭
叩
・
３
．
７

議
長
ノ
報
告

〃 〃

題
L-ノ

沖
縄
膿
二
間
等
水
産
学
校
建
設
ノ

請
願

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案

美
里
村
上
方
二
郵
便
局
設
置
ノ
諸

願

さ
れ
、
一
案
と
さ
れ
た
上
採
決
に
付
さ
れ
た
。
本
法
案
は
愛
族
院
に
お
い
て

審
議
未
了
と
な
っ
た
。
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
：
・
五
一
一
四

首
里
市
金
城
町
一
丁
目
八
番
地
博
吏
豊
田
備
勝
外
一
一
十
籍
提
出
「
沖
純
県
一
一

高
等
水
産
学
校
建
設
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
五
一
一
六

「
沖
縄
県
官
吏
ノ
待
遇
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
高
田
転
平
君
外
一
一
名
提

出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
：
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
：
：
…
五
一
一
八

「
シ
ャ
ム
国
産
砕
白
米
輸
入
許
可
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
花
城
永
渡
君
提

出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
五
二
八

沖
細
雌
島
尻
郡
大
里
村
字
与
那
原
吉
田
安
蔵
提
出
「
与
那
原
港
修
築
ノ
請

願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の

衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
・
…
：
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
五
一
一
一
○

那
職
市
崇
元
寺
町
一
丁
目
一
一
十
八
番
地
金
城
紀
光
提
出
「
美
里
村
上
方
一
一
郵

便
局
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択

に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
番
あ
り
。
…
…
…
…
・
…
：
…
：
…
・
…
…
・
…
…
…
：
五
三
○

議
長
は
、
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
伊
礼
肇
君
か
ら
提
出
の
あ

っ
た
「
米
穀
統
制
政
策
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付

が
あ
っ
た
旨
報
告
、
質
問
主
意
書
及
び
答
弁
書
を
掲
戦
し
た
。
．
…
：
…
…
：
：
：
…
五
一
一
二

「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
（
政
府
提
出
）
の
第
一
読
会
に
お
け
る
伊

礼
薙
君
の
質
疑
及
び
政
府
委
員
男
爵
矢
吹
省
三
君
の
答
弁
。
質
疑
の
趣
旨

は
、
近
時
製
菓
業
組
合
が
中
心
に
な
っ
て
砂
糖
関
税
及
び
同
附
加
税
の
撤
廃

運
動
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
沖
細
県
の
よ
う
に
砂
糖
の
生
産
饗
が
高
く
原
五
一



〃

第
〃６７

回

第
師
回

〃 〃 〃 〃

泡
盛
原
料
外
米
輸
入
許
可
二
関
ス

ル
請
願

昭
１Ｃ

〃・

３

２５

昭
叩
・
３
．
皿

〃 〃

中
城
郵
便
局
一
一
集
配
事
務
開
始
ノ

諦
願

〃

沖
縄
航
路
改
善
二
関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
航
路
改
善
二
関
ス
ル
建
議
案

与
那
原
港
修
築
ノ
請
願

沖
縄
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
請
願

識
長
ノ
報
告

五
二

価
割
れ
状
態
で
製
造
を
続
け
て
い
る
中
で
、
そ
の
撤
廃
が
な
さ
れ
る
と
沖
縄

糖
業
は
全
滅
に
瀕
す
る
が
、
政
府
は
本
間
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か

と
い
う
、
も
の
。
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
五
三
一
一
一

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
伊

礼
雄
君
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
米
穀
政
策
並
砂
糖
関
税
及
同
附
加
税
一
一
関
ス

ル
質
問
」
に
対
し
政
府
か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
質
問
主
意

神
及
び
答
弁
諜
を
掲
戦
し
た
。
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
：
…
…
：
五
一
一
一
六

「
沖
縄
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
花
城
永
渡
君
外
三
名
提
出
）
、

「
沖
縄
航
路
改
善
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
伊
礼
薙
君
提
出
）
の
会
議
。
委
員

長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
。
な
お
両
案
は
委
員
会
に
お
い
て
併
合
修
正
さ

れ
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
さ
れ
た
。
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
五
三
九

沖
縄
県
中
頭
郡
中
城
村
公
吏
伊
佐
常
喜
提
出
「
中
城
郵
便
局
一
一
集
配
事
務
開

始
ノ
請
願
」
の
会
談
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た

っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
：
：
…
：
…
…
…
五
四
一

沖
縄
隈
宮
古
郡
平
良
町
字
西
里
三
百
番
地
盛
島
明
長
外
六
名
提
出
「
沖
縄
航

路
国
営
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お

採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
五
四
一

沖
縄
県
島
尻
郡
大
里
村
大
字
与
那
原
農
吉
田
安
蔵
提
出
「
与
那
原
港
修
築
ノ

請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て

の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
：
．
…
・
…
…
…
…
…
：
…
：
．
五
四
二

沖
縄
県
酒
造
組
合
連
合
会
長
大
城
昌
貞
外
三
名
提
出
「
泡
盛
原
料
外
米
輸
入

許
可
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採



〃

鍔
弟
的
回

第
、
回

〃〃〃 〃
〃 〃

〃

１

昭
ｕ
・
５
．
拠
一

昭
１２
●

３
●

2(〕

〃

瀧
水
港
及
禰
垣
港
修
築
促
進
二
関

ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
航
路
国
営
二
関
ス
ル
建
議

案沖
縄
県
航
路
国
営
二
関
ス
ル
建
議

案越
来
郵
便
取
扱
所
外
格
ノ
諦
願

〃〃〃

択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
．
…
…
：
：
…
：
…
…
…
：
：
…
：
…
：
…
五
四
二

「
派
水
港
及
石
垣
港
修
築
促
進
一
一
関
ス
ル
池
議
案
」
（
漢
那
懸
和
蒋
外
四
箱

提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
五
四
四

「
沖
縄
県
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
漢
那
憲
和
君
外
一
名
提
出
）
、

「
沖
純
県
航
路
国
営
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
伊
礼
雛
君
外
一
名
提
出
）
の
会

議
ｏ
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
。
な
お
両
案
は
委
員
会
に
お
い
て
併
合

修
正
さ
れ
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
さ
れ
た
。
：
…
…
：
…
…
：
…
．
：
：
…
…
：
：
五
四
四

沖
細
県
中
頭
郡
越
来
村
長
島
袋
義
良
外
七
籍
提
出
「
越
来
郵
便
取
扱
所
昇
格

ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ

て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
．
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
・
…
…
…
五
四
六

沖
細
県
国
頭
郡
大
宜
味
村
公
吏
山
城
東
栄
外
五
十
一
箱
拠
出
「
第
一
一
期
林
野

治
水
覗
業
尖
施
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お

採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
．
：
：
…
…
五
四
六

沖
純
膿
中
頭
郡
越
来
村
長
代
理
助
役
島
袋
秀
英
外
九
謂
提
出
「
越
来
郵
便
取

扱
所
昇
格
並
電
話
事
務
開
始
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、

採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
・
…
：
五
四
九

沖
縄
県
国
頭
郡
本
部
村
大
宇
渡
久
地
四
十
番
地
公
吏
仲
宗
根
源
栄
提
出
「
謝

花
郵
便
局
二
集
配
並
電
信
電
話
事
務
開
始
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告

の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
．
…
五
四
九

沖
細
県
島
尻
郡
高
嶺
村
高
繊
村
挫
会
長
上
原
緒
栄
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
石
垣

町
石
垣
町
俊
会
長
大
浜
孫
伴
、
沖
縄
県
島
尻
郡
知
念
村
知
念
村
農
会
長
親
川

栄
蔵
、
沖
縄
県
中
頭
郡
宜
野
湾
村
宜
野
湾
村
農
会
長
天
久
流
水
、
沖
縄
県
宮
五
三

戸
数
割
ノ
廃
止
及
地
方
財
政
調
整

交
付
金
制
度
確
立
一
一
関
ス
ル
請
願

第
二
期
林
野
治
水
事
業
実
施
ノ
諦

願越
来
郵
便
取
扱
所
昇
格
並
電
話
醐

務
開
始
ノ
請
願

謝
花
郵
便
局
二
集
配
並
電
信
電
話

事
務
開
始
ノ
請
願



〃

第
九
回

〃 〃 〃 〃 〃 〃

〃

昭
哩
・
８
．
７

〃 〃

沖
縄
県
宮
古
八
重
山
両
郡
二
植
物

検
査
所
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
営
古
郡
二
飛
行
場
設
置
一
一

関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
宮
古
八
亜
山
両
郡
二
灯
台

設
憧
二
関
ス
ル
建
議
案

〃 〃

五
四

古
郡
平
良
町
平
良
町
挫
会
長
石
原
雅
太
郎
が
各
個
に
提
出
し
た
同
題
名
の

「
戸
数
割
ノ
廃
止
及
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
確
立
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の

会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院

の
意
見
瀞
あ
り
。
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
五
四
九

沖
縄
県
島
尻
郡
知
念
村
知
念
村
農
会
長
親
川
栄
蔵
提
出
「
国
民
負
担
ノ
均
衡

一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に

当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
識
あ
り
。
：
…
：
…
・
…
…
：
：
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
五
五
○

沖
縄
県
中
頭
郡
西
原
村
営
平
光
清
外
三
名
、
沖
縄
県
島
尻
郡
大
里
村
大
里
村

挫
会
長
知
念
治
雄
が
各
個
に
提
出
し
た
同
題
名
の
「
戸
数
割
ノ
廃
止
及
地
方

財
政
調
整
交
付
金
制
度
確
立
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後

採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
：
…
…
：
五
五
○

「
沖
縄
県
宮
古
郡
一
一
飛
行
場
設
置
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
島
明
長
君
外
四

名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
：
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
・
五
五
一
一

大
分
市
大
字
大
分
五
十
一
番
地
大
分
県
教
育
会
長
菅
沢
碓
外
七
名
提
出
「
沖

縄
県
一
一
官
立
専
門
学
校
設
置
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、

採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
識
院
の
意
見
懇
あ
り
。
：
：
…
…
…
…
：
…
…
五
五
三

「
沖
縄
県
宮
古
八
重
山
両
郡
二
植
物
検
査
所
設
侭
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛

島
明
長
君
外
一
名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
：
…
…
：
：
…
五
五
四

「
沖
縄
県
宮
古
郡
一
一
飛
行
場
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
島
明
長
君
外
一

名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
・
…
…
…
・
…
：
…
…
…
：
五
五
五

「
沖
縄
県
宮
古
八
重
山
両
郡
二
灯
台
設
慨
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
島
明
長

君
外
一
名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
・
…
…
…
：
：
…
・
…
…
五
五
六

戸
数
割
ノ
廃
止
及
地
方
財
政
調
整

交
付
金
制
度
確
立
一
一
関
ス
ル
請
願

沖
縄
県
宮
古
郡
二
飛
行
場
設
置
一
一

関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
二
官
立
専
門
学
校
設
侭
ノ

請
願

国
民
負
担
ノ
均
衡
一
一
関
ス
ル
請
願



〃

第
氾
回

第
刺
回

第
廻
回

〃〃〃
〃〃

〃

昭
塑
・
３
．
妬

昭
Ｍ
・
３
．
６

昭
１４
●

３
①

２５

屋
部
郵
便
局
一
一
電
信
電
話
事
務
開

始
ノ
請
願

〃〃
〃

沖
縄
県
国
頭
郡
名
護
町
長
岸
本
幸
盛
提
出
「
屋
部
郵
便
局
一
一
電
信
電
話
事
務

開
始
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当

た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
：
：
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
五
八

「
沖
細
県
一
一
無
水
ア
ル
コ
ー
ル
エ
場
設
侭
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
勘
明
長

君
外
一
一
一
名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
…
：
…
：
…
：
…
五
五
九

「
沖
縄
県
宮
古
郡
二
飛
行
場
設
置
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
島
明
長
君
外
一
一
一

名
提
出
）
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
・
…
…
：
．
…
：
…
…
：
：
：
五
六
○

「
沖
縄
雌
航
路
国
営
二
脚
ス
ル
建
議
案
」
（
盛
島
明
長
君
外
三
調
提
出
）
の

会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
可
決
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
：
：
…
：
：
五
六
○

「
米
殻
配
給
統
制
法
案
」
の
第
一
読
会
。
沖
縄
県
選
出
小
田
栄
君
は
、
本
法

案
の
賞
疑
応
答
に
当
た
り
、
沖
縄
県
に
お
け
る
蕨
作
挫
民
の
現
状
と
政
府
の

台
湾
に
お
け
る
米
及
び
砂
糖
に
対
す
る
施
策
と
の
関
係
に
お
け
る
製
糖
業
の

国
家
統
制
に
つ
い
て
た
だ
し
、
桜
内
農
林
大
臣
が
そ
れ
に
答
え
た
。
：
．
…
…
…
…
五
六
一

熊
本
市
南
千
反
畑
町
三
十
八
番
地
熊
本
県
教
育
会
長
赤
星
典
太
提
出
「
沖
縄

鼎
一
一
専
門
学
校
設
立
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
裸
あ
り
。
：
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
五
六
五

沖
縄
県
宮
古
郡
宮
古
郡
挫
会
長
明
知
延
佳
外
二
名
、
沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
郡

挫
会
長
長
嶺
安
心
が
各
個
に
提
出
し
た
同
題
名
の
「
国
民
負
担
不
均
衡
是
正

一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に

当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
譜
あ
り
。
…
…
…
：
…
…
．
：
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
・
五
六
秀

沖
縄
県
宮
古
郡
宮
古
郡
農
会
長
明
知
延
佳
外
一
一
名
、
沖
縄
県
国
頭
郡
国
頭
郡

農
会
長
長
嶺
安
心
が
各
個
に
提
出
し
た
同
題
名
の
「
農
村
部
落
団
体
活
動
助
五
五

幾
村
部
落
団
体
活
動
助
成
金
交
付

一
一
関
ス
ル
請
願

沖
縄
県
二
無
水
ア
ル
コ
ー
ル
工
場

設
置
一
一
関
ス
ル
建
議
案

沖
縄
県
宮
古
郡
二
飛
行
場
設
置
一
一

関
ス
ル
建
議
案

沖
細
雌
航
路
国
営
二
関
ス
ル
建
議

案米
殻
配
給
統
制
法
案

沖
継
県
二
専
門
学
校
設
立
ノ
請
願

国
民
負
担
不
均
衡
是
正
一
一
関
ス
ル

請
願
。



昭
１５

〃・

３
●

１７

、

／

昭
明
・
２
．
８

″

第
祁
回

第
７５

回

第
〃７５

回

第
〃７５

回

〃

府
県
会
議
員
、
市
町
村
会
議
員
等

ノ
任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
法
律
案

（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

昭
皿
・
２
．
４

昭
１５
●

３
●

2《１

／

酒
税
法
案

砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
備
・
増
税
法
案
と

一
括
議
題
）

沖
細
県
産
無
糖
白
下
糖
公
定
価
格

引
上
一
一
関
ス
ル
請
願

〃

酒
税
法
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
備
・
増
税
法
案
と

一
括
議
題
）

沖
細
県
二
専
門
学
校
設
立
ノ
請
願

沖
細
県
樹
古
郡
下
地
村
大
字
来
間
三
番
地
艇
業
大
浦
明
栄
外
一
一
一
万
八
千
九
百

六
十
七
名
提
出
「
沖
縄
県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
格
引
上
一
一
関
ス
ル
請
願
」

の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議

院
の
意
見
番
あ
り
。
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
五
七
四

宮
崎
市
本
町
一
一
十
七
番
地
宮
崎
県
教
育
会
長
菊
池
武
夫
外
七
名
提
出
「
沖
細

県
一
一
専
門
学
校
設
立
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
・
…
：
：
：
…
…
…
：
…
…
五
七
五

「
府
県
会
議
員
、
市
町
村
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
鋪

一
読
会
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．
．
…
…
五
七
六

五
六

成
金
交
付
二
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。
な

お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
番
あ
り
。
．
：
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
・
…
…
五
六
六

「
酒
税
法
案
」
及
び
「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な

お
こ
れ
ら
の
税
法
は
、
支
那
事
変
の
長
期
化
に
伴
い
各
税
法
の
整
備
と
増
税

の
た
め
政
府
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
で
、
「
酒
税
法
」
に
お
い
て
は
沖
縄
県

の
酒
類
造
石
税
の
特
例
を
設
け
、
ま
た
「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」

に
お
い
て
は
約
二
割
の
増
税
と
従
来
色
相
に
よ
っ
て
課
税
し
て
き
た
方
法
を

製
造
方
法
に
よ
っ
て
課
税
す
る
方
法
に
改
め
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
：
…
：
：
…
五
六
七

「
酒
税
法
案
」
及
び
「
砂
糖
消
投
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

統
、
館
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
…
…
：
…
：
…
：
…
：
：
：
：
：
：
…
：
五
七
一



昭
咽
・
１
．
羽

Ｉ 第
花
回

第
両
回

第
両
回

第
剖
回

第
団
回

第
盟
回

〃

酒
税
等
ノ
増
徴
等
二
関
ス
ル
法
律

案
（
日
程
追
加
の
上
他
の
法
案
と
一

括
議
題
）

砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

昭
咽
・
２
．
８

昭
昭
．
ｕ
・
面

昭
１６

１１
●

1<リ

昭
１８
●

２
●

11』

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
の
上
他
の
増
税
法
案

と
一
括
議
題
）

道
府
県
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
一
一

関
ス
ル
法
律
案

（
日
程
追
加
）

道
府
県
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
一
一

昭
唱
・
６
．
Ⅷ

〃

「
酒
税
等
ノ
増
徴
等
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
、

臨
時
軍
獅
澱
や
戦
時
体
制
強
化
の
た
め
珊
税
さ
れ
る
も
の
で
、
同
法
案
の
中

に
は
「
砂
糖
消
費
税
」
の
改
正
が
含
ま
れ
、
前
年
の
改
正
か
ら
さ
ら
に
一
一
割

の
増
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
・
…
…
…
・
…
…
：
…
五
八
○

「
酒
税
等
ノ
増
徴
等
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。

読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
・
…
…
・
…
・
…
…
：
：
：
…
…
：
：
…
：
．
：
五
八
一
一

府
県
会
議
員
、
市
町
村
会
議
員
等

ノ
任
期
延
長
二
関
ス
ル
法
律
案

（
日
程
追
加
の
上
他
の
法
案
と
一

括
議
題
）

酒
税
等
ノ
増
徴
等
二
関
ス
ル
法
律

案
（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

五

-1弓

「
道
府
県
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
．
：
．
：
：
：
：
五
八
八

「
府
県
会
議
員
、
市
町
村
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第

一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
．
…
五
七
八

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
、
戦
力

増
強
を
図
る
と
と
も
に
臨
時
軍
事
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
増
税
し
よ
う
と

い
う
、
も
の
で
、
約
二
割
の
増
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
…
：
：
…
…
…
．
：
…
：
…
…
五
八
四

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
。
読
会

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
：
…
・
…
：
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
五
八
六

「
道
府
県
会
議
員
等
ノ
任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、



昭
１９
●

１

２８

第
師
回

第
師
回

第
８６

回

第
別
回

第
８４

回

第
“
回

昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改

正
法
律
案
（
道
府
県
会
議
員
等
ノ

任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
件
）

（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改

正
法
律
案
（
道
府
県
会
議
員
等
ノ

昭
加
・
３
．
”

昭
加
・
３
．
畑

昭
１９

１２

２７

昭
四
・
３
．
２１

関
ス
ル
法
律
案

（
日
程
追
加
）

所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
碓

法
律
案

昭
１９
●

１
●

212

一
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二

読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
：
…
：
…
・
…
…
：
…
六
○
一

国
務
大
臣
ノ
戦
況
報
告
一
一
関
ス
ル

件 所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正

法
律
案

沖
細
県
各
樋
施
設
拡
大
強
化
ノ
請

願

一
‐
所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案

は
、
戦
局
の
苛
烈
化
に
伴
い
臨
時
軍
那
斐
を
中
心
に
諸
経
没
の
増
額
に
対
応

す
る
た
め
租
税
の
増
収
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
酒
税
法
に
お
い
て
沖
縄

雌
に
対
す
る
特
例
、
砂
糖
消
饗
税
法
に
お
い
て
一
般
用
約
一
一
割
、
業
務
用
約

十
割
の
引
き
上
げ
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
：
：
…
五
九
一
一

「
所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読

会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
五
九
四

北
海
道
旭
川
市
六
条
通
二
丁
目
左
仲
七
号
会
社
員
坂
東
師
信
提
出
「
沖
縄
県

各
種
施
設
拡
大
強
化
ノ
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
採
択
に
当
た
っ
て
の
衆
議
院
の
意
見
排
あ
り
。
本
諦
願
の
提
出
者
は
北

海
道
在
住
な
る
も
沖
縄
県
と
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
：
：
…
・
…
・
…
五
九
五

「
国
務
大
臣
ノ
戦
況
報
告
一
一
関
ス
ル
件
」
に
お
い
て
海
軍
大
臣
米
内
光
政
君

は
、
十
月
十
日
敵
機
動
部
隊
の
航
空
機
群
が
沖
縄
、
宮
古
等
に
来
襲
し
、
我

が
方
の
地
上
施
設
及
び
船
舶
に
若
干
の
損
書
を
与
え
た
と
報
告
し
た
。
…
…
…
…
五
九
七

「
昭
和
十
八
年
法
律
第
九
十
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
…
…
：
．
…
：
：
五
九
九

五
八

第
二
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
五
九
○



昭
加
・
９
．
４

第
師
回

第
師
回

第
記
回

第
的
回

〃

任
期
延
長
一
一
関
ス
ル
件
）

（
日
程
追
加
の
上
他
の
法
案
と

括
議
題
）

議
長
候
補
者
選
挙

膿
加
・
６
．
８

昭
卯
・
６
．
９

昭
加
・
理
・
１

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

〃

国
務
大
臣
ノ
戦
況
報
告
一
一
関
ス
ル

件 国
務
大
臣
ノ
演
説

全
院
委
員
長
ノ
選
挙

「
議
長
候
補
者
選
挙
」
に
お
い
て
、
島
田
俊
雄
君
、
猪
野
毛
利
栄
君
と
と
も

に
沖
細
県
選
出
議
員
の
漢
那
遥
和
君
が
当
選
し
た
。
な
お
当
時
の
衆
議
院
議

長
は
、
ま
ず
三
名
の
議
長
候
補
を
選
出
し
、
選
出
さ
れ
た
者
を
内
閣
を
経
て

天
皇
に
奏
上
し
、
そ
の
中
か
ら
勅
任
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
本
件
の
場

合
に
お
い
て
は
、
脇
剛
俊
雄
君
が
勅
任
さ
れ
た
。
・
・
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
六
○
一
一
一

「
国
務
大
臣
ノ
演
説
」
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
男
藤
鈴
木
貫
太
郎
君
は

沖
縄
戦
に
触
れ
、
戦
局
は
漸
次
急
迫
し
本
土
の
一
角
た
る
沖
縄
に
敵
の
侵
遥

を
見
る
に
至
り
、
陸
海
軍
一
体
の
勇
戦
と
官
民
の
敢
闘
と
に
よ
り
敵
に
多
大

な
損
害
を
与
え
て
い
る
と
し
、
こ
れ
は
永
く
青
史
に
記
録
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
．
．
…
：
：
：
…
六
○
諏

「
国
務
大
臣
ノ
戦
況
報
告
一
一
関
ス
ル
件
」
に
お
い
て
、
陸
軍
大
臣
阿
南
惟
幾

君
及
び
海
軍
大
臣
米
内
光
政
君
が
現
下
に
お
け
る
沖
細
戦
の
戦
況
を
報
告
し

た
。
…
…
…
・
・
・
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
六
○
八

「
全
院
委
員
長
ノ
選
挙
」
に
お
い
て
沖
縄
県
選
出
議
員
漢
那
憲
和
君
が
当
選

し
た
。
な
お
全
院
委
員
会
は
議
院
の
全
員
で
椛
成
す
る
も
の
で
、
委
只
長
は

各
会
期
の
初
め
に
議
員
中
か
ら
互
選
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
…
：
…
：
…
：
…
六
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
に

は
、
沖
縄
県
の
定
数
を
「
五
人
」
か
ら
「
二
人
」
に
、
ま
た
沖
縄
県
及
び
北

海
道
庁
根
室
市
庁
管
内
国
後
郡
、
択
捉
郡
等
に
つ
い
て
は
勅
令
を
も
っ
て
定
五
九



昭
2０

１２

１４

第
卯
回

第
卯
回

第
艶
回

第
的
回

第
的
回

沖
細
県
人
救
援
一
一
関
ス
ル
請
願

昭
2１

１０

１１

昭
迦
・
６
．
理Ｉ

昭
2０

１２

１５

衆
識
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
（
日
程
追
加
の
上
他
の
法
案
と
一

括
議
題
）

引
揚
民
援
潅
二
関
ス
ル
質
問

昭
２０
●

１２
■

１１

議
長
は
、
談
聯
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
に
お
い
て
、
さ
き
に
伊

礼
肇
君
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
「
引
揚
民
援
謹
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
し
政
府
・

か
ら
答
弁
書
の
送
付
が
あ
っ
た
旨
報
告
、
同
質
間
主
意
書
及
び
政
府
の
答
弁

書
を
掲
戦
し
た
。
な
お
同
賀
問
の
主
旨
は
、
沖
細
県
か
ら
九
州
各
県
に
疎
開

し
た
者
並
び
に
南
方
各
地
か
ら
本
土
に
引
き
揚
げ
、
未
だ
沖
縄
県
に
帰
県
で

き
ず
滞
留
し
て
い
る
沖
縄
県
民
に
対
す
る
政
府
の
経
済
面
及
び
向
寒
対
処
策

を
た
だ
し
た
も
の
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
六
一
九

「
衆
談
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
（
没
族
院
回
付
）
の
会
議
。
貴
族

院
の
修
正
ど
お
り
可
決
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
…
：
：
…
：
…
：
：
六
一
一
一

「
国
務
大
臣
ノ
演
説
一
一
対
ス
ル
質
疑
」
に
お
い
て
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
質
疑
に
立
っ
た
徳
田
球
一
識
は
、
「
戦
災
者
、
帰
遼
同
胞
、
復
員
戦
士
嬢

の
擁
誰
」
の
中
で
、
特
に
南
洋
等
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
沖
縄
県
人
の

悲
惨
な
状
況
に
触
れ
、
政
府
の
施
策
を
た
だ
し
た
。
し
か
し
政
府
は
沖
縄
県

人
に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
は
答
弁
し
な
か
っ
た
。
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
：
…
六
一
一
一
一

束
京
都
大
森
区
池
上
徳
持
町
九
五
ノ
三
番
地
会
社
員
松
田
緒
太
郎
提
出
「
沖

縄
県
人
救
援
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
会
議
。
委
員
長
報
告
の
後
採
決
、
採
択
。

な
お
本
請
願
の
趣
旨
は
、
九
州
地
方
へ
強
制
疎
開
さ
れ
た
約
五
万
の
老
幼
婦

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
維

案国
務
大
臣
ノ
淡
説
一
一
対
ス
ル
質
疑

六
○

め
る
ま
で
は
選
挙
を
行
わ
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
。
：
…
・
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
六
一
二

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
節
二
読
会
、

第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
：
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
：
：
…
…
…
…
：
：
六
一
六



一
ハ
ー

女
子
、
外
地
引
揚
者
一
一
十
数
万
の
沖
縄
県
人
は
、
困
窮
の
極
み
に
遠
し
そ
の

救
援
は
緊
急
を
要
す
る
の
で
、
政
府
に
お
い
て
速
や
か
に
特
別
な
取
り
計
ら

い
を
し
て
、
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
。
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
二
四


